
渋谷区職員措置請求書

渋谷区監査委員殿 令和2年12月22日

住所東京都渋谷区初

氏名金子快之

念今、吠L
住所東京都渋谷区幡ケ

『

エスパスアエレ3F

氏名堀切稔仁

渋谷区長（委員会若しくは委員又は職員）に関する措置請求書の要旨

第1請求の要旨

1． 【｢渋谷アドWIFI」について】

平成30年10月9日、渋谷区は、小中学校周辺での無料ⅧF1通信サー

ビス提供を目的として、一般社団法人渋谷未来デザイン（以下、同社と称す

る） と月額10万円（税別)、年間120万円の予算で随意契約を締結した
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（甲 1)。

月額 10万円の内訳は、 1台単価4000円X 2 5台である。

本契約に基づき、同社は小中学校全25校に「渋谷アド WIFI」と称するフ

リーWIFI（可搬型4G-WIFI通信端末）を設置した。

現契約は令和 2年度の現請求時点まで更新・継続されている。

2. 【渋谷アド WIFIが電気通信事業法違反であること】

請求人は渋谷区への情報公開請求で取得した公文書で当該契約の存在を

認知し、同社に電気通信事業法違反の疑いを抱いた。

そこで請求人は令和 2年 11月9日、総務省関東電気通信局に赴いて、担

当者である 上席企画管理官に照会したところ（甲 2)、同社（一般

社団法人渋谷未来デザイン）は WIFI通信サービスを業として営むために必

要な、電気通信事業法で定められた届出手続きを履行しておらず、違法に

WIFI通信事業を行っている事が判明した。

3. 【渋谷区長が電気通信事業法違反を認めたこと】

下記の事実をさらに確認するため、令和 2年 11月27日、請求人は渋谷区

議会議員として渋谷区議会本会議にて長谷部区長に質問した。

・同社が電気通信事業法違反であること

・渋谷区が違法業者と契約していること
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すると、当該契約を担当する豊岡教育長が、一般社団法人渋谷未来デザイン

が電気通信事業法違反であり、渋谷区が違法業者と契約している事実を認め

た。

同時に、一般社団法人渋谷未来デザインは渋谷区が筆頭出資者として金銭的、

人的にも強い影響力を行使する法人である点から、長谷部区長がすでに担当

部局を通じて一般社団法人渋谷未来デザインに是正措置を指示した旨も答

弁した（甲 3)。

4. 【特命随意契約の違法性について】

そもそも数ある WIFI通信サービス業者の中で、実績がないどころか、無

届けの違法業者である一般社団法人渋谷未来デザインをわざわざ特命で選

択し、さらに入札あるいは相見積もりに附して料金を比較することすらなく、

先方業者の言いなりの料金で漫然と随意契約を結び、さらに契約を延長更新

している事自体の経緯が異常である。

これは、公金の支出に関して厳格な公共性と透明性が求められる地方自治

体の契約としては許されない不正行為である。

5. 【契約金額の比較劣位について】

WIFI通信事業者は国内に多数存在し、消費者に対して価格、品質面で厳

しく競争している。

3
 



一例を上げれば、大手価格競争サイト「価格COM」には調査時点で20 

社以上が広告を掲出しており、もっとも安い業者は月額69 9円（税込み）、

もっとも高い業者でも 35 1 1円（税込み）という格安料金を提示している

（甲 4)。

一方で本契約における 1台あたり単価は税込み月額44 0 0円であるか

ら、最低価格の業者の約 2倍以上であるばかりか、最高値の業者よりも高い

ことがわかる。

さらに本契約は合計25台の複数契約であるから、まとめて契約すること

で、団体契約としてもっと安くなる可能性もある。

6. 【品質面での劣位性について】

上記で比較対象に上げた 16社は特段の利用制限がない通常の可搬型

WIFI-4G高速通信サービスである一方で、一般社団法人渋谷未来デザイ

ンの「アド WIFI」は利用者のインターネット画面に毎回広告が表示される。

画面に広告が表示されることでWIFI利用者にとっては利便性・視認性が

極めて低く、通信品質が他社に大幅にに劣る点も考慮すれば、一般社団法人

渋谷未来デザインのアド WIFI通信サービスはそもそも通常の WIFI-4G

高速通信サービス業者とは比較対象になりえないことが明白である。

7. 【地方自治法上の違法性について】
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地方自治法上では、効果的に公益を図る目的から、その契約方法として、

「一般競争入札」「指名競争入札」「随意契約」「せり売り」の 4つの方法に限

定し、さらに、地方公共団体の規則等でその手続きを定め、契約の公正性、

経済性、適正履行の確保を図っているところである。

地方自治体において、契約にあたっては競争入札を原則とすべきであり、

本件においても複数の事業者から見積もりを徴し、より有利な契約を締結で

きる可能性を検討すべきであった。

しかし、渋谷区は価格、品質面の検討を行うことなく、特定の業者を選ん

で契約したのであり、これは地方自治法第 234条違反である。

8. 【渋谷区の主張について】

請求人が情報公開請求にて取得した平成30年10月9日付起案書「小中

学校における渋谷ァド Wi-Fiサービスの提供に関する契約について」（甲 5)

によれば、渋谷区が一般社団法人渋谷未来デザインを特命で選び契約した理

由として、

(1) Wi-Fi接続時に広告情報が表示されることによって、渋谷未来デザ

インの広告収益が見込まれることから、本来月額の 5,800円を 4,000円

に抑えることができるため。

(2)災害時には渋谷区災害ポータルサイトに優先的に接続されるので、
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災害時の情報提供手段として利用可能なため。

と説明している。

9. 【渋谷区の主張の合理性について (1)：料金割引】

これら理由 (1)(2)について合理性があるかを検討する。

まず (1)について、月額58 0 0円が4000円に割引されることを選定

理由に上げているが、フリーWIFIはその名の通り、本来は無料で提供され

るべき通信サービスである。

なぜならば、アド WIFIサービスは無料で WIFIを提供し、利用者に広告を

閲覧させることで広告料を得て収益を上げるビジネスモデルだからである。

実際に同社は同じアド WIFIサービスを渋谷区役所本庁舎 1階、 2階、 1

5階ほか渋谷区内随所に無料で設置している。

請求人が渋谷区庁舎管理課長に尋ねたところ、本庁舎に設置されているア

ドWIFIサービスは一般社団法人渋谷未来デザインからの営業要請に基づき、

同社に行政財産使用許可を与えた上で設置を許可しているもので、当然のこ

とながら渋谷区としては利用料を払っていない。

つまり、同社は渋谷区役所本庁舎内では無料でアド WIFIサービスを提供し

ている。

本来であれば本契約においても無料で提供されるべきものであって、同じ

6
 



会社が本庁舎に設置する WIFIが無料なのに、小中学校に設置する WIFIが

有料というのも常識では理解しがたい商取引である。

渋谷区は、アド WIFIサービスの本来の価格が月額58 0 0円だと主張す

るが、これに対して一般社団法人渋谷未来デザインの「40 0 0円に割引し

ました」との営業トークをうのみにして、無料のサービスに一台あたり月 4

0 0 0円X25台、月額 10万円も支払っているとは情報弱者の極み、言い

換えればまさに愚の骨頂で、これ自体が考えられないほど法外な契約である。

随意契約の例外条件として法が定めた「時価に比して著しく有利な価格で

契約を締結することができる見込みのあるとき」（地方自治法施行令第 16 

7条の 2第 1項第 7号）に当たらないどころか、時価に比して著しく不利な

価格で契約を締結していると指摘せざるを得ないのは納税者として極めて

遺憾に思うところである。

1 0. 【渋谷区の主張の合理性について (2)：災害時対応】

次に (2)について検討する。

「渋谷区災害ポータルサイト」は、渋谷区が公益目的で制作提供するサイト

であり、当然ながら情報料無料でだれでも自由に閲覧できるページであり、

一般社団法人渋谷未来デザインがなにか制作に関与しているわけではない。

当該ポータルサイトをフリーWIFIにて広告画面の次に閲覧させること自
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体はあくまでWIFIトップページの設定に過ぎず、表示されるコンテンツ自

体に特段の有価性はなく、通信事業者として同社の品質面での優位性を示す

ものでもない。

そもそも WIFI事業者 12 4団体で構成する無線 LANビジネス推進連絡

会 (WiBiz)は、災害時において無料でだれでも公衆無線 LANを使える環境

「OOOOOJAPAN」を全国に構築している。

実際に東日本大震災では同日に 30 0 0アクセスポイントを無料開放した

ほか、これまで数々の災害時の実績があり、もし仮に渋谷区が災害対応を考え

るのであれば、これらの実績がある WiBiz加盟事業者を選定すべきであった

と言える。

しかし、一般社団法人渋谷未来デザインは当然のことながら、 WiBiz加盟事

業者にはなっていない。

1 1. 上記の事実を考えれば、一般社団法人渋谷未来デザインは通信事業者と

して品質／価格面の優位性が欠如するばかりか、電気通信事業法の知識すら

なきまま違法で営業している不当な事業者であることがわかる。

かかる違法業者をあえて特命で選定し随意契約を締結したのは、長谷部区

長が区民に損害を与える行為にほかならず、税金の無駄遣いとして請求人は

厳しく指弾するものである。
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1 2. よって、請求人は監査委員に対して、

①本件契約、②同契約に関する支出命令、③同契約に関する支出につき、

渋谷区長、渋谷区副区長、教育長、会計管理者その他上記①ないし③に関係

する一切の渋谷区職員に対し、上記各代金額の返還をさせる、同通信契約を

解除させる、同契約を前提とした行為の一切を差し止める、上記①ないし③

の関係者に対する損害賠債請求及び不当利得返還請求をさせるなど、地方自

治法242条 1項所定の「防止」「是正」「改め」または渋谷区の被った損害

を填補するために必要な措置を講じるよう勧告することを求める。

請求人は、地方自治法242条 1項により下記の事実証明書を添え必要な

措置等を請求する。

また、請求人は、監査委員に対し、本件売買契約を前提とした一切の行為

を停止すべきことを勧告（地方自治法242条 3項）することを求める。

以上

，
 



事実証明書

1 甲第 1号証渋谷アド Wi-Fiサービスの提供に関する契約書

2 甲第 2号証総務省関東電気通信局 山本哲也氏の名刺

3 甲第3号証渋谷区議会本会議議事録（令和 2年11月27日）

4 甲第4号証価格競争サイト「価格 COM」のプリントアウト

5 甲第5号証 平成 30年10月9日付起案書「小中学校における渋谷アド

Wi-Fiサービスの提供に関する契約について」
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甲1号証
＼
 

別記様式（第31条関係）回議用紙その 1 （表）

網 l取扱 l文霧分類l所属

戸 年•月日渋収•発第号
l. 「―··-----••一—•一•----――--.. "" _______ ·-~---:--·----
i文書番号・
←-- -l_ 

年月日 第号
----，ー・ -

”年限 1第 種

一ニ-」墾＿＿＿＿＿ー・-----1--――函言者

| 

事業 障冊

年 まで

雲 ~30年 10 月 9 日
し

ナ I'..、＿．．．’ ’’l● ●-■ 9 9上・
決 餓i,l、年／t汀ぅ qa 
紀

公印； id年 l8月 1日. --:- -•.-l—•—- --- -＿_―T―― 
飽 行： ｝し、年¢月 1日

丙改竺＂＂！文書 f□門戸唸こ二
ー・」 者名』9竺＿慶介噂81:

小中学校における渋谷アドWi-Fiサービスの提供に関する契—••_........-••------.-．．．．． 9 9 ↑9 9 • 一•一←•~·”"＇ 9 , 9 9 9 9 9 9, .-·--·......·----•,............~.....""' ↑↓999 9 99 9 9 9 9 n●●●919 9 9 9 ●●—••••••一•••••一 99 99 _ -•一•-．ーニこ●●

約についてー・-．．ニニニ ―●-↓---....-•一••••-•一• --•・―··--..........~_ , 9 9, "'--••-'"" ＂＇＂'『 91...』999,．9 9 •-..................”—•= =--I•-•—-. ＿よ● 9 9 9 9, ．しll•一•一••••••••“'●●● 9_9 9,....-••ー···””....--••9 9 9 9 ” ' - - --

上記についてqLi}ーーのとおり - _.... 
--■■  

締 結 ・ 
“'•••一…·“..--•••••一•-...“•—·--—·a--•• ●●●●●●”•-會一↑’"＂ 9 9 9, •• “"＇ 9, ．い•_．,．’'""’"’"'"nT••O●●_....-•口•~--...↓, --...•.._ ...o......""...-•• ↓』 91 ヽ •••~_9 1 , L .L ---..幽.........・---●―● 1•一

してよろしいか、伺います。
．．，． .~ ● , 9 9・重 9 9 ,．．．．9 9 - - - • •• 

．教育振興部長
., —'ー・・，ー

i庶務諜長一
ー・9,..• --•1_,... ..,. ,—エエェー

』

：庶務係長

⑦ ・9 硲［ ⑲ 
• 9 9 9 9貫■- -・「―-．凰9, ｀ • --― 

. i契約課長 j契約係長

、⑲l 喬 i ◎ 
•総務部長

粋に面）加国



別記様式（第31条関係）回議用紙その 1 （裏）

標記の 件について、全小中学校（小学校 18校、中学校7校）にWi
-.... ----. . .... ..--•ヽ. .. . -・------・・ ・-・・--・・--・・・・・・・一 •. . . -・----.. ・・・-・・ •一・" -・-----.. - -． ー・

- F i機器を設置するために、 「渋谷アドW i -F iサービスの提
... ·-●會--·-----·—•---.. -·...一••--• • ---•, • •-..ー・ ・・・ •一•.. ・・---・ -......... ---- . -.... --·•—•--

供に関する契約」を一般社団法人渋谷未来デザインと各課契約によ
..一• •................. . -...... ・-. --・一・・・ •一··-- -．ー・釦-... -・ -・-・・・ ..• ........ .■9 l •一ー・・..・・ ・

り締結する。
-•一
記

1 契約内容

(1) Wi-F_i設置校

小学校：全 18校 中学校：全7校
••一・・一・・・ ・・・ ••ー・

※渋谷本町学園は小学校として扱う。
.. --・.... 

(2) 設 置 個 数 各校 1個
ー..--·~·一. ........一.---•一·---・----●9,,． • -・ •• •• --• -• ●,9 •一・・・．．．．．．、•-一・
(3) 月額料金 4,000円／1校（税抜）

(4) 契約期間 平成 30年 11月1日～平成31年3月31日

2 契約 金 額

(1) 小学校 388,800円

月 額4.ooo円 X18校 X5ヶ月 (I1月～ 3月） X1. 08（消費税）

(2) 中学校 151,200円
• • ・_..  9 99 ●"―"＇・--・一 .. -••一· •••••••一••一，．．．．．.........

月額4,000円 X18校 XSヶ月 (11月～ 3月） X1. 08（消費税）
. -・・一..-.. . • ・ •一••.. 

3 一般社団法人渋谷未来デ ザ イ ン と 本 契 約 を 締 緒 す る 理 由

(1) Wi-Fi接続時に広告情報が表示されることによって、
.. "・・・-・・--

渋谷 未 来 デ ザ イ ン の広告収益が見込まれることから、本来

月額の 5,800円を 4,000円に抑えることができるため。
--ーゴT... ・-・・―

(2) 災害時には渋谷区災害ポークルサイトに優先的に接続され
-一-●● 9 ● 9 9ー・-------．．．．寸 9 ■ ,'-•・ ・• 一 L_ 9 9 9, •一•••---置--一••,—···--•—-·. 

るので、災害時の情報提供手段として利用可能なため。

4 契約書（案）
• 一~•-- •• ---••- -••・・・

(1) 小学校 別紙 1のとおり ． 
....．．．．--• ・._ ・・・・・・-・-・ 一•- , ..． ---•..一• ----···-—•一ー・ ・・ •一····----·-·.. . . •---• •ー・・ー．．．

(2) 中学校 別紙 2のとおり
- • --

(1) 、(2) を各 2通作成し、渋谷区及び一般社団法人渋谷
•一·― ... ~-.• •一-··•―-··'

未来デザインで各 1通保管する。
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甲2号証
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総務省 関東総合通信局
情報通信部電気通信事業課

上席企画監理官

〒102-8795 東京都千代田区九段南1丁目 2番 1号
九段第3合同庁舎23階

TEL: 03-6238-  
FAX: 03-6238-  
E-ma i I : tetsuya-yam匹 t呻soumu.go.Jp
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か
も
先
ほ
ど
申

し
ま
し
た
が
、
渋
谷
区
の
職
員
は
こ
の
た
め
に
、
事
業
を
支
援
す
る
た
め
に
、

事
務
仕
事
ず
っ
と
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
ぜ
ひ
と
も
そ
れ
は
求
め
た
い
と
思
い

が
な
い
、
知
ら
な
い
と
い
う
声
を
聞
き
ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
学
校
に
は
、

G

I
G
A
ス
ク
ー
ル
構
想
で
教
育
系
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
既
に
配
備
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
上
、
広
告
つ
き
の
ア
ド

W
i
•
F
i
な
ど
本
当
に
必
要
な
の
か
と
疑
問
が

〇
十
七
番

・1
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
広
告
を
見
れ
ば
無
料
で

W
i
,
F
i
が

使
え
る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。
区
内
の
小
中
学
校
に
配
備
さ
れ
、

F
D
S
と
は
年
間

百
二
十
万
円
で
契
約
を
し
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
私
、
学
校
の
幾
つ
か
に
話
を
闘
い
て
み
ま
す
と
、
使
っ
た
こ
と

0
議
長

る
の
か
な
。
ち
ょ
っ
と
よ
く
理
解
が
で
き
ま
せ
ん
。

堀
切
議
員
。
四
回
目
で
す
。

下
嶋
倫
朗

ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
ス
タ
ジ
ア
ム
に
つ
い
て
は
、
先
ほ
ど
も
申
し
上
げ
た
と
お
り
、

ま
ず
不
適
切
な
事
例
そ
の
一
、
小
中
学
校
に
配
備
し
た
渋
谷
ア
ド
w
.
1
,
F

す。

こ
と
は
な
い
は
ず
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
人
件
費
を
も
っ
て
そ
れ
を
言
っ
て
い

け
れ
ど
も
、
今
日
は
時
間
の
都
合
に
よ
り
二
つ
だ
け
質
問
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

が
多
数
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
本
来
で
あ
れ
ば
全
て
お
尋
ね
し
た
い
と
こ
ろ
で
す

ま
だ
夢
を
語
っ
て
い
る
段
階
で
、
区
の
ほ
う
で
は
特
に
所
管
も
決
ま
っ
て
い
な

い
わ
け
で
す
。
計
圃
も
止
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
す
よ
。
な
の
で
こ
れ
以
上
何
か

報
告
す
る
こ
と
は
な
い
わ
け
で
す
し
、
そ
こ
で
僕
が
外
で
し
ゃ
ぺ
っ
て
い
る
、

い
ろ
ん
な
発
言
を
御
覧
に
な
っ
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
が
、
そ
こ
ま
で
で
す
。

で
す
の
で
、
そ
れ
以
上
の
も
の
は
本
当
に
何
も
な
い
ん
で
す
。
お
金
を
払
っ

て
い
る
と
い
う
話
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
っ
た
お
金
を
払
っ
て
い
る
と
い
う

0
区

長

長

谷

部

健

0
議
長
下
嶋
倫
朗

長
谷
部
区
長
。

堀
切
議
員
の
再
々
質
問
に
お
答
え
し
ま
す
。

た
し
ま
す
。

ま
ず
初
め
に
、
毅
谷
未
来
デ
ザ
イ
ン
と
の
不
適
切
な
随
意
契
絢
に
つ
い
て
伺

い
ま
す
。

長
谷
部
区
長
の
政
策
の
一
っ
｀
官
民
遮
携
事
業
と
し
て
立
ち
上
げ
た
渋
谷
未

・
来
デ
ザ
イ
ン
、

F
D
S
、
こ
こ
に
区
は
七
千
万
円
を
出
資
し
た
上
に
、
毎
年
億

単
位
の
業
務
を
発
注
し
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
全
て
が
非
公
募
の
随

意
契
約
と
な
っ
て
い
ま
す
。

我
が
会
派
で
、
契
約
の
一
っ
ー
つ
を
調
べ
ま
し
た
と
こ
ろ
、
不
適
切
な
事
例

こ
の
二
点
に
つ
い
て
お
答
え
く
だ
さ
い
。

0
八
番
金
子
快
之

を
出
し
て
い
る
ん
で
し
よ
う
か
。

0
議
長

下
嶋
倫
朗

こ
と
に
関
し
て
は
、
ど
こ
が
ス
ク
ラ
ン
プ
ル
ス
ク
ジ
ア
ム
渋
谷
に
つ
い
て
お
金

（． 

八
番
鐙
子
議
貝
゜

私
か
ら
は
、
区
長
、
教
育
長
に
大
き
く
三
点
お
尋
ね
い

く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

‘、
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そ
し
て
、
よ
く
調
べ
る
と
、
も
う
ー
つ
大
き
な
疑
問
が
湧
い
て
ま
い
り
ま
し

し
ょ
う
か
。

湧
く
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
渋
谷
ア
ド
W
・1
I
F
・1
、
ど
れ
だ
け
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
か
。
利

・
用
状
況
、
登
録
件
数
、
ま
た
費
用
対
効
果
の
認
識
を
お
伺
い
い
た
し
ま
す
。

そ
し
て
ア
ド
W
・1
,
F
・1
は
、
広
告
料
で
維
持
費
を
賄
う
ピ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル

で
あ
り
、
通
常
フ
リ
ー
W
・1
•
F

・1

と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
な
ぜ

F
D
S
に
有
科
で
お
金
を
払
う
必
要
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

仮
に
有
料
だ
と
し
て
も
、

W
i
,
F
i
業
者
は
ほ
か
に
た
く
さ
ん
あ
る
の
に
、

な
ぜ
F
D
S
に
特
命
随
契
な
の
か
。
競
争
入
札
を
す
れ
ば
、
経
費
節
減
で
き
る

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

さ
ら
に
契
約
先
は
F
D
S
な
の
に
、
学
校
に
置
い
て
あ
る
通
信
機
材
を
見
ま

す
と
、

N
T
T
ド
n
モ
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
ド
コ
モ
と
F
D
S
は
ど
う
い
う

関
係
な
ん
で
し
ょ
う
か
●
仮
に
ド
n
モ
ヘ
の
再
委
託
だ
と
す
る
と
、
再
委
託
を

承
認
し
て
お
ら
れ
る
の
で
す
か
。
そ
の
場
合
、
幾
ら
で
再
委
託
し
て
い
る
の
で

た
。
そ
れ
は
、
W
-
1
•
F・1
サ
ー
ピ
ス
を
営
む
た
め
に
は
、
電
気
通
信
事
業
法

に
基
づ
く
手
続
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
私
は
、
堀
切
議
員
と
一

緒
に
総
務
省
に
行
っ
て
話
を
闘
い
て
ま
い
り
ま
し
た
。
総
務
省
の
責
任
者
に
よ

り
ま
す
と
、
渋
谷
未
来
デ
ザ
イ
ン
と
い
う
会
社
か
ら
は
届
け
が
出
て
い
な
い
と

い
う
こ
と
で
し
た
。
違
法
の
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
回
答
も
ご
ざ
い
ま
し
た
。

F
D
S
が
電
気
通
信
事
業
法
上
の
無
届
け
で
営
業
し
て
い
る
こ
と
を
区
は
御

存
じ
で
し
ょ
う
か
。
も
し
無
届
け
が
事
実
だ
と
す
れ
ば
、
違
法
業
者
と
何
年
も

（． 

を
仕
上
げ
て
く
れ
た
と
思
い
ま
す
。
制
作
に
当
た
ら
れ
た
先
生
方
、
ま
た
ス
タ

A
b
e
m
a
T
V
で
拝
見
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
短
期
間
で
す
ば
ら
し
い
作
品

随
意
契
約
を
特
命
で
続
け
て
き
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ

は
大
き
な
問
題
で
あ
り
、
最
初
か
ら
F
D
S
あ
り
き
の
癒
着
で
は
な
い
か
と
指

摘
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
違
法
業
者
に
対
し
て
は
、
入
札
指
名
停
止
、
契
約
解

除
処
分
な
ど
、
厳
し
い
制
裁
を
行
う
ぺ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
し
て
、
渋
谷
未
来
デ
ザ
イ
ン
は
、
区
が
筆
頭
出
資
者
と
し
て
関
与
す
る
会

社
で
す
。
区
と
し
て
、
監
督
資
任
を
ど
う
受
け
止
め
て
お
ら
れ
ま
す
か
。
こ
れ

は
区
長
に
お
答
え
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

．
そ
し
て
続
い
て
、
不
適
切
な
事
例
の
二
つ
目
は
、
諏
谷
オ
ン
ラ
イ
ン
・
ス
タ

デ
ィ
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。

四
月
に
発
表
さ
れ
、
五
月
に
オ
ン
ラ
イ
ン
で
放
送
開
始
さ
れ
ま
し
た
。

n
ロ

ナ
禍
で
児
童
•
生
徒
が
通
学
で
き
な
い
時
期
に
圃
期
的
な
企
画
で
あ
り
、
私
も

ッ
フ
の
皆
さ
ん
の
尽
力
に
敬
意
を
睾
す
る
と
と
も
に
、
ま
ず
、
そ
の
制
作
さ
れ

た
番
組
が
、
ど
れ
く
ら
い
の
生
徒
が
視
聴
し
て
く
れ
た
の
か
、
そ
の
作
品
ご
と

の
視
聴
人
数
、
先
生
方
、
生
徒
た
ち
の
評
価
も
併
せ
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

そ
の
上
で
、
こ
の
業
務
は
F
D
S
に
千
五
百
三
十
二
万
円
で
特
命
随
契
で
発

注
い
た
し
ま
し
た
。
し
か
し
、

F
D
S
に
は
テ
レ
ピ
番
組
を
制
作
す
る
能
力
は

あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
そ
の
ま
ま
F
D
S
は
デ
ィ
レ
ク
シ
ョ
ン
ズ
と
い
う
制
作
プ

ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
に
再
委
託
を
行
い
ま
し
た
。
デ
イ
レ
ク
シ
ョ
ン
ズ
さ
ん
は
、

N

H
K
の
教
育
番
組
を
多
数
手
が
け
て
い
る
会
社
で
、
す
ば
ら
し
い
作
品
を
つ
く

っ
て
く
れ
た
の
は
、

F
D
S
で
は
な
く
、
デ
ィ
レ
ク
シ
ョ
ン
ズ
さ
ん
で
あ
り
ま

‘、
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も
、
国
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
事
件
と
同
じ
官
民
癒
着
の
構
図
で
あ
り
ま
す
。

す
。
こ
れ
な
ら
、

F
D
S
で
は
な
く
、
デ
ィ
レ
ク
シ
ョ
ン
ズ
さ
ん
と
直
接
委
託

と
こ
ろ
が
実
態
と
し
て
は
、

F
D
S
は
手
数
料
を
抜
い
て
そ
の
ま
ま
デ
ィ
レ

ク
シ
ョ
ン
ズ
に
再
委
託
を
行
い
ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る
丸
投
げ
で
あ
り
ま
す
。
そ

の
上
、

F
D
S
は
、
区
か
ら
再
委
託
の
事
前
承
認
を
受
け
て
い
な
い
と
い
う
こ

と
が
、
我
が
会
派
の
調
査
で
分
か
り
ま
し
た
。
随
意
契
約
を
丸
投
げ
す
る
こ
と

自
体
は
違
法
で
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
そ
の
場
合
に
は
、
事
前
に
業
者
か

ら
承
認
を
求
め
、
契
絢
諜
で
審
査
を
す
る
の
が
渋
谷
区
の
ル
ー
ル
に
な
っ
て
い

る
は
ず
で
あ
り
ま
す
。

再
契
約
の
業
務
分
担
、
再
委
託
の
金
額
も
不
明
の
ま
ま
、
手
数
料
を
抜
く
だ

け
の
丸
投
げ
は
、

G
O
T
0
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
、
あ
る
い
は
定
額
給
付
金
な
ど
で

こ
れ
で
は
、

F
D
S
は
官
民
連
携
で
な
く
、
官
民
癒
着
の
組
織
と
首
わ
れ
て
も

仕
方
が
な
い
と
思
い
ま
す
。

そ
も
そ
も
我
が
会
派
が
入
手
し
た
起
案
文
書
に
は
、
デ
イ
レ
ク
シ
ョ
ン
ズ
へ

の
再
委
託
に
つ
い
て
は
一
切
書
い
て
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
区
は
、
再
委
託

を
承
知
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
F
D
S
は
幾
ら
で
デ
イ
レ
ク
シ
ョ

ン
ズ
に
再
委
託
を
し
た
の
か
。
ま
た
、
契
約
の
相
手
方
が
F
D
S
で
す
け
れ
ど

も
、
実
際
に
制
作
し
て
い
た
ス
ク
ッ
フ
は
デ
ィ
レ
ク
シ
ョ
ン
ズ
な
わ
け
で
す
か

ら
、
再
委
託
に
は
区
の
暗
黙
の
了
解
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
再
委

託
の
承
認
に
つ
い
て
正
式
な
決
裁
手
続
を
怠
っ
た
の
は
一
体
な
ぜ
な
の
か
。
そ

の
手
続
の
瑕
疵
あ
る
い
は
責
任
を
ど
う
受
け
止
め
る
か
、
お
尋
ね
を
い
た
し
ま

し
た
ほ
う
が
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

（
 

続
い
て
、
平
成
十
八
年
八
月
二
十
五
日
付
財
計
第
一
＿

o-
七
号
財
務
大
臣
通

知
、
公
共
調
達
の
適
正
化
に
関
す
る
認
識
に
つ
い
て
お
伺
い
い
た
し
ま
す
。

こ
の
通
知
が
出
さ
れ
た
当
時
は
、
官
製
談
合
が
社
会
問
題
化
し
た
時
代
で
あ

り
ま
し
た
。
当
時
の
財
務
大
臣
は
谷
垣
禎
一
さ
ん
で
す
。
こ
の
通
知
に
は
、
一

括
再
委
託
の
禁
止
、
再
委
託
の
書
面
に
よ
る
事
前
承
認
及
び
審
査
｀
再
委
託
が

必
要
な
場
合
の
合
理
的
な
理
由
の
検
討
、
契
約
情
報
の
公
表
、
随
意
契
紺
の
一

般
競
争
へ
の
移
行
な
ど
、
契
約
に
挑
わ
る
公
務
員
が
持
つ
べ
き
最
低
限
の
心
構

え
が
徹
底
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
背
最
に
は
、
相
次
ぐ
不
祥
事
で
国
民
か
ら
官
に
向
け
ら
れ
た
厳
し
い
視

線
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
今
、
渋
谷
区
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
一
括

再
委
託
や
不
正
な
随
意
契
約
、
契
紺
情
報
の
隠
蔽
な
ど
、
渋
谷
区
職
員
に
と
っ

て
耳
が
痛
い
話
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
あ
る
い
は
、
渋
谷
区
職
員
は
ひ
ょ
っ

と
し
て
、
こ
の
通
知
を
知
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
わ
け

で
あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
お
尋
ね
し
ま
す
が
、
長
谷
部
区
長
は
、
こ
の
財
務
大
臣
通
知
、
お
読

み
に
な
っ
た
こ
と
は
お
あ
り
で
し
ょ
う
か
。
当
該
通
知
に
照
ら
し
て
、
渋
谷
区

の
不
適
切
な
随
意
契
約
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
見
解
を
お
持
ち
で
す
か
。

区
で
契
的
に
携
わ
る
職
員
は
、
こ
の
通
知
を
も
う
一
度
読
み
直
す
べ
き
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
ま
た
、
国
の
通
知
に
従
い
、
随
契
が
適
正
に
行
わ
れ

て
い
る
か
、
全
庁
的
な
検
査
、
ま
た
当
区
で
も
一
括
再
委
託
の
禁
止
を
す
べ
き

で
い
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

す。

‘、
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次
に
、
大
麻
所
持
容
疑
に
よ
る
渋
谷
区
職
員
の
逮
捕
に
つ
い
て
お
伺
い
い
た

し
ま
す
。

十
月
二
十
二
日
、
諏
谷
区
職
員
が
大
麻
所
持
の
疑
い
で
逮
捕
さ
れ
ま
し
た
。

警
察
は
逮
捕
さ
れ
た
職
貝
の
氏
名
を
公
表
し
て
お
り
ま
す
が
、
区
は
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
に
「
詳
し
い
事
実
関
係
に
つ
い
て
は
、
現
在
蹴
認
中
で
す
」
、
掲
載
し
た

ま
ま
、
逮
捕
か
ら
一
月
以
上
た
つ
今
も
更
新
が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
で
は
、
全

く
実
態
が
分
か
ら
な
い
わ
け
で
す
。

ま
ず
申
し
上
げ
た
い
の
は
、
公
務
員
の
薬
物
汚
染
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ

と
で
あ
り
、
ま
た
公
務
員
の
不
祥
事
は
隠
蔽
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

職
貝
の
逮
捕
は
区
長
の
責
任
で
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
事
実
の
説
明
は
、

区
長
の
責
任
だ
と
思
い
ま
す
。
区
民
の
不
安
を
解
消
す
る
た
め
に
、
ま
ず
は
現

時
点
で
判
明
し
て
い
る
事
実
関
係
を
説
明
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

そ
の
上
で
、
報
道
に
よ
り
ま
す
と
、
被
疑
者
、
い
わ
ゆ
る
職
員
は
、
自
動
車

運
転
を
担
当
す
る
総
務
課
主
任
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
大
麻
は
麻
薬
、
幻

覚
な
ど
の
症
状
が
あ
り
、
仮
に
大
麻
を
使
用
し
た
状
態
で
公
用
車
の
ハ
ン
ド
ル

を
握
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
重
大
な
事
故
に
つ
な
が
っ
た
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

職
場
で
事
前
チ
ェ
ッ
ク
で
き
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

ま
た
、
大
麻
所
持
は
懲
役
刑
が
あ
り
ま
す
。
当
該
職
員
は
容
疑
が
固
ま
り
次

第
、
裁
判
を
待
つ
ま
で
な
く
懲
戒
解
雇
と
し
、
裁
判
中
の
給
与
、
退
職
金
を
支

払
う
べ
き
で
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
う
お
考
え
で
し
ょ
う

、。ヵ
近
年
は
、
都
内
で
、
国
の
職
員
が
覚
醒
剤
で
逮
捕
さ
れ
る
な
ど
、
公
務
員
の

（
 

薬
物
汚
染
が
顕
在
化
し
て
お
り
ま
す
。
職
員
の
逮
捕
に
つ
い
て
｀
区
と
し
て
ど

の
よ
う
に
管
哩
監
督
責
任
を
お
考
え
で
あ
る
か
。
ま
た
、
信
頼
回
復
の
た
め
に
、

区
と
し
て
ど
の
よ
う
な
対
応
を
講
ず
る
考
え
か
お
尋
ね
い
た
し
ま
す
。

以
上
、
区
長
、
教
育
長
の
答
弁
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

下
喝
倫
朗

ま
ず
初
め
に
、
小
中
学
校
に
配
備
し
た
渋
谷
ア
ド
w
.
1
,
F
i
に
関
す
る
区

の
監
督
責
任
に
つ
い
て
の
お
尋
ね
で
す
。

ク
．
本
件
に
つ
い
て
は
、
一
般
社
団
法
人
渋
谷
未
来
デ
ザ
イ
ン
に
対
し
、
適
切
な

t
 

対
象
る
よ
う
指
示
を
し
ま
し
た
。

次
に
、
公
共
調
達
の
適
正
化
に
つ
い
て
の
認
識
等
に
つ
い
て
の
お
尋
ね
で
す

一
括
し
て
答
弁
し
ま
す
。

こ
の
通
達
に
つ
い
て
は
、
国
の
各
省
庁
と
公
益
法
人
の
契
約
に
、
必
ず
し
も

適
切
で
は
な
い
事
例
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
指
摘
を
受
け
て
、
国
が
取
組

を
進
め
た
結
果
、
各
省
庁
に
対
し
て
発
し
た
も
の
で
す
。
契
約
に
拇
わ
る
職
貝

は
、
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
業
務
に
当
た
っ
て
お
り
ま
す
。

随
意
契
約
に
つ
い
て
は
、
法
に
の
っ
と
っ
て
行
っ
て
い
ま
す
の
で
、
視
時
点

で
、
全
庁
的
な
検
査
の
考
え
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
契
約
手
練
に
つ
い
て
は
、
一
括
再
委
託
は
行
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

次
に
、
大
麻
所
持
容
疑
に
よ
る
区
職
貝
の
逮
捕
に
つ
い
て
の
お
尋
ね
で
す
。

一
括
し
て
お
答
え
い
た
し
ま
す
。

疇ヽ“、カ

長
谷
部

お
答
え
し
ま
す
。

0
区
長

健

0
議
長

長
谷
部
区
長
。

れ
い
わ
渋
谷
、
金
子
快
之
議
員
の
一
般
質
問
に
順
次
．

．ヽ(
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A
役
員
、
保
護
者
の
皆
様
、
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

（． 

た犀

本
年
十
月
二
十
二
日
の
朝
、
区
職
員
が
画
暉
所
持
の
容
疑
で
警
察
に
逮
捕
さ

れ
ま
し
た
。
当
該
職
貝
に
つ
い
て
は
、
勤
務
時
間
中
に
は
問
題
行
動
は
な
か
っ

た
と
報
告
を
受
け
て
い
ま
す
。
現
在
、
警
察
の
取
調
ぺ
が
続
い
て
お
り
ま
す
が
、

区
と
し
て
も
事
実
確
認
を
行
っ
た
上
で
、
非
違
行
為
に
対
し
て
厳
正
に
対
処
す

る
方
針
で
す
。

公
務
員
は
、
法
令
、
服
諮
規
程
を
遵
守
し
、
全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
、
区
民

の
信
託
に
応
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

改
め
て
申
し
上
げ
る
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
全
職
員
に
対
し
て
、
常
に

高
い
倫
理
観
を
持
ち
、
区
民
の
信
頼
を
裏
切
る
こ
と
な
く
、
公
務
の
内
外
に
お

い
て
、
公
務
員
と
し
て
自
覚
あ
る
行
動
を
行
う
よ
う
、
綱
紀
粛
正
に
つ
い
て
、

逮
捕
の
翌
日
に
通
達
し
ま
し
た
。

以
上
、
私
か
ら
の
答
弁
と
い
た
し
ま
す
。

〇
副
議
長
閾
田
麻
理
豊
岡
教
育
長
。

0
教
育
長
豊
岡
弘
敏
私
に
は
、
渋
谷
未
来
デ
ザ
イ
ン
と
の
契
約
に
つ
い
て
、

大
き
く
二
点
の
お
尋
ね
が
あ
り
ま
し
た
。

ま
ず
、
小
中
学
校
に
配
備
し
て
い
る
渋
谷
ア
ド
w
.
1
,
F
i
に
つ
い
て
の
お

尋

ね

で

す

が

、

一

括

し

て

答

弁

を

い

た

し

ま

す

。

．

区
内
小
中
学
校
へ
の
渋
谷
ア
ド
W
i
,
F
i
の
配
備
は
、

P
T
A
活
動
等
、

学
校
内
の
会
議
室
を
利
用
す
る
地
域
の
方
々
の
利
便
性
を
高
め
る
た
め
、
設
置

し
て
い
る
も
の
で
す
。
現
在
は
、

n
ロ
ナ
禍
で
の
活
動
の
制
限
等
も
あ
る
た
め
、

利
用
は
限
定
的
で
あ
る
も
の
の
、
広
報
活
動
や
会
議
資
料
の
共
有
な
ど
、

P
T

広
告
収
入
を
織
保
す
る
こ
と
で
、
通
信
事
業
者
と
直
接
契
納
す
る
よ
り
も
安
価

で
あ
る
こ
と
か
ら
契
約
し
て
い
る
も
の
で
す
が
、
各
学
校
の
利
用
状
況
を
踏
ま

え
な
が
ら
、
費
用
対
効
果
の
最
適
化
を
図
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

電
気
通
信
事
業
法
に
基
づ
く
届
出
に
つ
い
て
は
、
関
係
所
管
と
の
連
携
に
よ

り
、
当
該
法
人
に
お
い
て
手
続
が
完
了
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
ま
す
。

次
に
、
渋
谷
オ
ン
ラ
イ
ン
・
ス
ク
デ
ィ
に
つ
い
て
の
お
尋
ね
で
す
が
、

し
て
お
答
え
を
し
ま
す
。

区
立
学
校
の
臨
時
休
校
期
間
中
の
対
応
と
し
て
、
五
月
二
日
よ
り
配
信
を
始

め
た
学
習
動
園
「
渋
谷
オ
ン
ラ
イ
ン
・
ス
タ
デ
ィ
」
は
、
こ
れ
ま
で
の
間
、
総

閲
覧
数
は
約
六
万
五
千
回
、
一
動
画
当
た
り
平
均
四
百
六
十
八
回
の
閲
覧
が
あ

り
、
最
高
は
、
国
語
の
う
ち
一
動
面
が
六
千
五
百
八
十
六
回
、
最
低
は
算
数
の

う
ち
一
動
画
十
三
回
で
し
た
。
保
護
者
や
学
校
か
ら
は
、
他
自
治
体
が

n
ロ
ナ

禍
で
の
対
応
に
苦
慮
し
て
い
る
中
で
、
子
ど
も
た
ち
の
学
び
を
止
め
な
い
積
極

的
な
姿
勢
を
評
価
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
で
す
。

動
画
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
総
合
的
な
制
作
進
行
管
理
、
及
び
撮
影
・
編
集

作
業
を
一
般
社
団
法
人
渋
谷
未
来
デ
ザ
イ
ン
に
委
託
契
約
し
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
当
該
法
人
の
こ
れ
ま
で
の
動
画
制
作
に
関
わ
っ
た
実
績
か
ら
、
限

ら
れ
た
期
問
内
に
迅
速
か
つ
訴
求
力
の
あ
る
動
画
制
作
が
期
待
で
き
る
こ
と
、

ま
た
、
教
育
委
員
会
内
部
で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
る
学
校

現
場
等
の
対
応
に
追
わ
れ
、
撮
影
・
編
集
に
必
要
な
調
整
を
迅
速
に
行
う
こ
と

が
困
難
な
状
況
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
す
。

‘、

一
括

一
般
社
団
法
人
渋
谷
未
来
デ
ザ
イ
ン
と
の
契
約
に
つ
い
て
は
、
当
該
法
人
が
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し
て
、 ま

た
、

0
八
番
金
子
快
之
私
か
ら
、
区
長
、
教
育
長
に
再
質
問
を
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

〇
副
議
長
閾
田
麻
理
金
子
快
之
議
員
。

以
上
、
私
か
ら
の
答
弁
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

+‘ 奮' な
お
、

一
般
社
団
法
人
渋
谷
未
来
デ
ザ
イ
ン
か
ら
の
再
委
託
金
額
に
胴
し
て

一
千
＿
＿
＿
百
三
万
五
千
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
ず
、
W
i
•
F

・1

で
す
ね
。
ア
ド
W
i
•
F
.
1の
F
D
S

に
対
す
る
所
管

で
あ
る
区
長
か
ら
の
答
弁
に
つ
き
ま
し
て
、

F
D
S
に
適
蜀
に
指
示
し
た
と
い

う
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。
適
切
に
指
示
し
た
と
い
う
の
は
、
ち
ょ
っ
と
分
か
り

づ
ら
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
指
示
を
し
た
の
か
、
い
つ
、

そ
の
中
身
に
つ
い
て
、
区
長
、
も
う
少
し
分
か
り
や
す
く
御
答
弁
、
御
説
明
い

た
だ
け
な
い
で
し
ょ
う
か
。

一
括
再
委
託
を
行
っ
て
い
な
い
と
答
弁
も
あ
り
ま
し
た
。
ひ
ょ
っ
と

一
括
再
委
託
の
定
義
が
、
私
の
思
っ
て
い
る
一
括
再
委
託
丸
投
げ
と
違

う
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

り
ま
す
。

集
作
業
の
部
分
に
つ
い
て
、
映
像

n
ン
テ
ン
ツ
制
作
事
業
者
に
再
委
託
を
し
て

お
り
ま
す
が
、
．
再
委
託
に
当
た
り
、
書
面
で
は
な
い
も
の
の
事
務
局
内
部
に
お

い
て
、
再
委
託
先
や
実
績
等
を
把
握
し
た
上
で
承
諾
し
て
お
り
ま
す
。

再
委
託
の
承
諾
に
際
し
て
、
書
面
で
の
手
続
を
行
わ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
改

善
す
べ
き
点
と
認
識
し
て
お
り
、
今
後
、
適
切
な
事
謗
の
執
行
に
努
め
て
ま
い

一
般
社
団
法
人
渋
谷
未
来
デ
ザ
イ
ン
に
お
い
て
は
、
技
循
的
な
撮
影
及
び
編

（
 

そ
こ
で
、
国
の
一
括
再
委
託
の
定
義
っ
て
、
こ
こ
を
私
は
皆
さ
ん
に
お
話
し

し
た
い
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
国
の
定
め
る
一
括
再
委
託
の
定
義
と
い
う

の
は
、
．
仕
搬
書
の
主
要
の
部
分
あ
る
い
は
お
お
む
ね
契
紺
金
額
の
二
分
の
一
以

上
に
相
当
す
る
業
務
を
第
三
者
に
委
任
、
あ
る
い
は
請
け
負
わ
せ
る
こ
と
を
言

う
と
、
こ
う
定
義
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
定
義
に
従
っ
て
、
一
括
再
委
託
は

本
当
に
行
っ
て
い
な
い
ん
で
す
か
。
そ
ん
な
こ
と
な
い
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど

も
、
答
弁
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

そ
れ
か
ら
教
育
長
に
、
ま
ず
W
i
,
F
i
に
つ
き
ま
し
て
、
手
続
が
完
了
し

た
と
い
う
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
も
ち
ょ
っ
と
分
か
り
づ
ら
い
で
す
ね
。

何
の
手
綾
が
完
了
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
私
が
質
問
で
お
尋
ね
し
た
の
は
、
電

気
通
信
事
業
法
に
違
反
し
て
無
届
け
の
業
者
と
長
年
特
命
随
意
契
約
を
行
っ
て

い
た
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
ま
ず
そ
れ
が
事
実
か
否
か
。
も
し
そ
れ
が
事
実

だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
ど
う
対
応
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
だ
と
思

．
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
手
続
が
完
了
し
た
と
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
い
と
思
う
ん
で

す
ね
。も

し
こ
れ
が
、
今
、
手
続
が
完
了
し
て
是
正
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ま

た
違
法
だ
っ
た
こ
と
を
認
め
る
ん
で
す
か
。
も
し
違
法
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、

そ
れ
が
間
題
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
質
問
な
の
で
、
そ
の
趣
旨
に
従
っ
て
、
答
弁

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
オ
ン
ラ
イ
ン
・
ス
ク
デ
ィ
に
つ
き
ま
し
て
、
再
委
託
の
書
面
に

基
づ
く
再
委
託
の
承
認
が
な
か
っ
た
と
い
う
驚
き
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。
再

委
託
す
る
と
き
は
、
き
ち
ん
と
区
内
で
契
約
所
管
課
に
書
類
を
回
し
て
、
再
委

‘、
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0
区
長

長
谷
部

岡
田
麻
理健

金
子
議
員
の
再
質
問
に
順
次
お
答
え
し
ま
す
。

〇
副
議
長

託
し
て
い
い
か
ど
う
か
と
い
う
の
を
き
ち
ん
と
手
続
取
ら
な
き
ゃ
い
け
な
い
ル

書
面
が
な
い
。
書
面
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
再
委
託
、
承
認
し
た
と
お

っ
し
ゃ
い
ま
し
た
ね
。
ど
う
や
っ
て
証
明
で
き
ま
す
か
。
決
裁
に
判
こ
も
な
い

ん
で
す
か
。
今
、
オ
ン
ラ
イ
ン
決
済
だ
っ
た
ら
、
そ
の
証
拠
、

B
付
、
残
っ
て

い
ま
す
で
し
ょ
う
。
い
つ
再
委
託
の
承
認
し
た
の
か
。
書
面
は
な
い
の
に
承
認

し
た
っ
て
、
お
か
し
い
と
思
う
の
で
、
き
ち
ん
と
時
系
列
で
答
え
て
ほ
し
い
な

も
う
一
っ
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
つ
き
ま
し
て
、
千
三
百
三
万
円
で
F
D
S
か
ら

デ
ィ
レ
ク
シ
ョ
ン
ズ
さ
ん
に
再
委
託
し
た
と
い
う
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
ね
。
こ

れ、

F
D
S
に
払
っ
た
お
金
が
約
千
五
百
万
、
千
五
百
万
払
っ
て
F
D
S
は
そ

こ
か
ら
デ
イ
レ
ク
シ
ョ
ン
ズ
さ
ん
に
千
ー
ー
ー
百
万
で
再
委
託
し
た
と
い
う
こ
と
は
、

レ
ク
シ
ョ
ン
ズ
さ
ん
に
再
委
託
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
こ
れ
、
丸
投

げ
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
．
こ
れ
が
お
か
し
い
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
ん
で
す
。

そ
こ
に
つ
い
て
も
、
最
初
に
質
問
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
き
ち

ん
と
答
弁
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

長
谷
部
区
長
。

ま
ず
、
ア
ド
W
i
,
F
・1
の
件
に
つ
い
て
、
渋
谷
未
来
デ
ザ
イ
ン
に
適
切
な

対
応
を
す
る
よ
う
に
と
い
う
ふ
う
に
指
示
を
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
う
そ

れ
以
上
の
こ
と
で
な
い
、
適
切
な
対
応
し
て
く
だ
さ
い
と
い
う
こ
と
を
指
示
し

思
い
ま
す
。

二
百
万
抜
い
た
わ
け
で
し
ょ
う
。
ほ
と
ん
ど
九
割
、
九
割
以
上
の
業
務
を
デ
ィ

い
た
だ
き
ま
し
た
。

と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

ま
ず
、

w
i
•
F

・1

の
関
係
で
、
電
気
通
信
事
業
法
に
基
づ
く
届
出
を
し
て

い
な
い
。
議
員
の
お
っ
し
ゃ
る
「
長
年
に
」
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
が
、

こ
の
認
識
に
つ
い
て
は
認
識
を
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
た
め
関
係
所
管
課
と
連
携

し
て
、
速
や
か
に
当
該
法
人
に
手
続
を
進
め
る
よ
う
指
示
を
い
た
し
ま
し
た
。

そ
し
て
、
手
続
が
完
了
し
た
と
確
認
を
し
た
と
い
う
こ
と
で
、
答
弁
を
さ
せ
て

そ
れ
か
ら
、
再
質
の
二
点
目
で
、
オ
ン
ラ
イ
ン
・
ス
タ
デ
ィ
動
面
の
再
委
託

の
時
系
列
的
な
、
ま
た
そ
の
考
え
方
と
い
う
こ
と
の
質
問
で
あ
っ
た
か
と
思
い

ま
す
が
、
契
約
上
、
議
員
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
、
契
約
書
上
、
事
前
の
承
諾
を

得
る
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
口
頭
で
の
確
認
は
行
っ
て
い
た
も
の
の
害
面

で
の
手
続
は
行
わ
な
か
っ
た
点
に
つ
い
て
は
、
事
務
手
続
上
、
改
善
す
ぺ
き
点

と
認
識
を
し
て
お
り
ま
す
。
今
後
適
切
な
事
諮
の
執
行
に
努
め
て
い
き
た
い
と

ま
た
、
時
系
列
的
に
は
、
契
約
締
結
は
四
月
二
十
三
日
に
際
し
て
、
事
前
四

月
二
十
二
日
に
再
委
託
先
や
そ
の
範
囲
、
予
定
金
額
等
を
事
務
局
内
部
で
確
認

し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
書
面
に
よ
る
承
諾
を
得
る
こ
と
に
つ
い

て
、
そ
の
組
織
的
な
認
識
は
失
念
し
て
お
り
、
速
や
か
に
こ
の
点
に
つ
い
て
は

0
教
育
長

ま
し
た
。
あ
と
も
う
ー
つ
、

闘
田
麻
理

豊
岡
弘
敏

〇
副
議
長

豊
岡
教
育
長
。

再
質
問
に
お
答
え
を
い
た
し
ま
す
。

ー
ル
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
し
ょ
う
。

行
っ
て
い
ま
せ
ん
。

以
上
、
私
か
ら
の
答
弁
と
い
た
し
ま
す
。

(― 

‘、
一
括
再
委
託
に
つ
い
て
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
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三
点
目
で
す
が
、
約
一
千
五
百
万
円
の
予
算
の
中
で
、

イ
レ
ク
シ
ョ
ン
ズ
に
、
二
千
万
円
は
F
D
S
に・・・・・・。

二
百
万
円
。

作
業
進
捗
管
理
を
委
託
し
て
い
ま
す
。
そ
の
ほ
か
の
映
像
演
出
、
撮
影
、
撮
影

機
材
等
の
手
配
、
授
業
搬
影
、
現
場
の
制
作
進
行
、
映
像
編
集
、
作
成
素
材
を

つ
な
げ
て
一
本
の
授
業
動
国
に
仕
上
げ
る
作
業
、
音
声
編
集
、
音
質
、

レ
ベ
ル
．

調
整
、
ノ
イ
ズ
除
去
、
納
品
手
配
等
を
デ
イ
レ
ク
シ
ョ
ン
ズ
に
委
託
を
し
た
と

,
F
・1
に
つ
い
て
、

w
.
1
,
F
・1
の
と
こ
ろ
で
す
ね
、
業
者
に
対
す
る
指
尊
、

適
切
に
指
示
し
た
以
外
に
酋
い
よ
う
が
な
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
ん
で
す
け
れ

ど
も
、
だ
っ
た
ら
し
よ
う
が
な
い
。
い
つ
そ
の
指
示
を
行
っ
た
の
か
、
日
付
ぐ

ら
い
は
答
え
て
い
た
だ
け
ま
す
よ
ね
。
い
つ
適
切
に
指
示
し
た
の
か
、
日
付
を

区
長
、
お
答
え
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
一
括
再
委
託
を
行
っ
て
い
な
い
と
い
う
驚
き
の
答
弁
が
、
私
の
話
ち

ゃ
ん
と
聞
い
て
く
だ
さ
っ
た
の
か
な
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
国
は
半
分
以

金
子
快
之
御
答
弁
い
た
だ
き
ま
し
た
。
た
だ
い
ま
区
長
か
ら
W
i

健

長
谷
部
区
長
。

金
子
議
員
の
再
質
問
に
お
答
え
し
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
教
育
長
、
今
、
真
摯
な
御
答
弁
い
た
だ
い
た
と
思
い
ま
す
。
も

う
や
っ
た
こ
と
し
よ
う
が
な
い
。
口
頭
で
と
い
う
、
や
っ
た
と
い
う
こ
と
に
し

ま
し
ょ
う
。
た
だ
、
こ
の
業
者
さ
ん
が
、
長
年
、
違
法
状
態
で
や
っ
て
い
て
、

こ
の
ま
ま
続
け
る
わ
け
は
も
う
な
い
で
す
よ
ね
。
今
ま
で
違
法
業
者
と
契
約
し

て
い
ま
し
た
。
き
ち
ん
と
届
け
し
た
の
で
、
こ
れ
か
ら
改
善
し
ま
す
。
今
年
度

は
し
よ
う
が
な
い
と
し
て
も
、
来
年
度
も
こ
の

F
D
S
に
こ
の
委
託
続
け
る
ん

も
続
く
と
い
う
こ
と
は
な
い
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
今
後
こ
の
業
者
と
の
契

約
ど
う
さ
れ
る
お
つ
も
り
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
御
答
弁
を
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

以
上
で
す
。

〇
調
議
長

0
区
長

長
谷
部

指
示
を
し
た
日
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
日
ま
で
は
、
申
し

〇
副
議
長

0
八
番

こ
ん
な
違
法
業
者
と
、
今
ま
で
、
私
は
今
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
、
ま
だ
来
年

岡
田
麻
理
金
子
議
員
。

で
す
か
。

以
上
、
答
弁
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

い
う
内
容
に
な
っ
て
ご
ざ
い
ま
す
。

撮
影
か
ら
納
品
ま
で
の
技
術
ス
ク
ッ
フ
、
映
像
、
音
声
編
集
担
当
ス
ク
ッ
フ
の

い
ま
す
よ
。

岡
田
麻
理

の
お
尋
ね
だ
っ
た
か
と
思
う
ん
で
す
が
、

F
D
S
に
は
、
総
合
的
な
制
作
進
行
、

ん
に
聞
い
て
答
え
て
く
だ
さ
い
。

一
括
再
委
託
、
も
っ
と
い
っ
ぱ
い
あ
る
と
思

〇
副
膳
長

0
教
育
長

豊
調
弘
敏

二
百
万
円
で
す
ね
、

F
D
S
に
と
い
う
、
そ
の
内
訳

岡
田
麻
理

改
善
を
し
て
ま
い
り
ま
す
。

．
 

(• 

一
千
三
百
万
円
が
デ

上
、
外
注
先
に
出
し
て
い
る
も
の
を
一
括
再
委
託
と
い
う
ん
で
す
。
今
、
教
育

長
が
お
っ
し
や
っ
た
オ
ン
ラ
イ
ン
・
ス
ク
デ
ィ
、
こ
れ
、
九
割
を
丸
投
げ
し
て

一
括
再
委
託
じ
ゃ
な
い

い
る
ん
で
す
ね
。
九
割
を
外
へ
出
し
て
い
る
。
こ
れ
、

で
す
か
。
こ
れ
だ
け
だ
っ
て
あ
る
で
し
ょ
う
。
ほ
か
に
も
い
つ
ば
い
あ
る
と
思

う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
き
ち
ん
と
、
後
ろ
に
い
つ
ば
い
い
ら
っ
し
ゃ
る
部
長
さ

ー
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0
八
番

〇
副
議
長
岡
田
麻
理
金
子
議
員
。

も
の
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
答
弁
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

0
区
長
長
谷
部
健
失
礼
し
ま
し
た
、
答
弁
漏
れ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

岡
田
麻
理

訳
な
い
で
す
け
れ
ど
も
、
覚
え
て
い
ま
せ
ん
。
所
管
か
ら
、
報
告
が
あ
っ
た
と

き
に
指
示
を
そ
の
ま
ま
し
ま
し
た
。
多
分
で
す
け
れ
ど
も
、
二
、
三
週
間
前
と

か
そ
ん
な
感
じ
だ
と
は
思
う
ん
で
す
が
、
先
週
じ
ゃ
な
い
よ
ね
。
そ
ん
な
感
じ

な
ん
で
す
、
す
み
ま
せ
ん
。

〇
副
議
長

長
谷
部
区
長
。

う
認
識
で
す
。

豊
岡
弘
敏

長
谷
部
区
長
、

一
括
の
再
委
託
に
つ
い
て
は
、
先
ほ
ど
答
え
た
と
お
り
、
や
っ
て
い
な
い
と
い

岡
田
麻
理
・
豊
岡
教
育
長
。

〇
副
識
長

0
教

育

長

再

々

質

問

に

お

答

え

を

い

た

し

ま

す

。

業
者
に
対
し
て
、
今
後
、
ま
た
契
紺
を
す
る
の
か
と
い
う
お
尋
ね
だ
っ
た
か

と
思
い
ま
す
。
こ
の
点
に
関
し
ま
し
て
は
、
契
約
所
管
部
局
と
の
確
認
に
よ
る

金
子
快
之
御
答
弁
い
た
だ
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
私
が
真
摯
に
質

問
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
全
く
答
え
て
い
た
だ
け
な
か
っ
た
な
と
い
う
と
こ
ろ

が
あ
る
の
は
非
常
に
残
念
で
あ
り
ま
す
。
私
は
、
長
谷
部
区
長
に
大
変
厳
し
い

質
問
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
決
し
て

長
谷
部
区
長
に
何
か
変
な
気
持
ち
が
あ
る
わ
け
で
な
く
、
私
、
長
谷
部
区
長
は

非
常
に
立
源
な
区
長
さ
ん
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
今
ま
で
の
旧
態
依
然
と
し
た

仕
事
を
漫
然
と
続
け
る
の
で
な
く
、
常
に
新
し
い
こ
と
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
い

一
括
再
委
託
に
つ
い
て
。

（
 

ら
っ
し
ゃ
る
。
す
ば
ら
し
い
政
治
家
だ
と
思
う
。
ま
た
、
官
民
連
携
っ
て
、
こ

し
か
し
、
官
民
連
携
と
い
う
の
は
、
や
や
も
す
れ
ば
官
民
癒
着
と
言
わ
れ
が

ち
な
ん
で
す
。
実
際
に
渋
谷
区
で
そ
う
な
っ
て
い
ま
す
よ
ね
。
官
民
癒
着
、
今

の
ア
ド
W
i
.
F
-
1
、
こ
の
ス
ク
ー
ル
問
題
に
つ
い
て
も
、
癒
着
の
結
果
じ
ゃ

な
い
で
す
か
。
ほ
か
に
も
い
つ
ば
い
あ
る
ん
で
す
よ
。
き
ち
ん
と
、
厳
し
い
指

摘
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
胸
に
と
ど
め
て
い
た
だ
い
て
、
今
後
の
業
務

改
善
に
生
か
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
こ
と
を
求
め
て
、
私
の
質
閏
と
さ
せ

神
薗
麻
智
子

四
番
神
菌
麻
智
子
議
員
。

シ
プ
ヤ
を
笑
顔
に
す
る
会
の
神
菌
麻
智
子
で
す
。

大
き
く
ニ
テ
ー
マ
で
、
子
育
て
、
敏
育
に
つ
い
て
質
問
い
た
し
ま
す
。

初
め
に
、
子
育
て
に
関
し
て
、
産
後
ケ
ア
の
拡
充
に
つ
い
て
で
す
。

令
和
二
年
第
一
回
定
例
会
で
、
と
う
き
ょ
う
マ
マ
パ
パ
応
援
事
業
を
生
か
し

た
産
後
ケ
ア
の
拡
充
に
つ
い
て
提
案
い
た
し
ま
し
た
。
期
中
ス
ク
ー
ト
は
厳
し

い
と
い
う
こ
と
で
し
た
が
、
＋
月
十
五
日
よ
り
、
に
こ
に
こ
マ
マ
事
業
に
お
い

て
、
利
用
時
間
が
大
幅
に
拡
充
さ
れ
た
こ
と
に
詞
し
て
は
高
く
評
伍
い
た
し
ま

す。

r

一
人
の
子
ど
も
を
シ
ッ
ク
ー
一
人

で
見
る
」
と
い
う
条
件
に
対
し
て
緩
和
を
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
渋
谷
区
に
お

い
て
は
、
狭
小
住
宅
が
多
い
中
、
シ
ッ
タ
ー
が
二
名
、
三
名
と
、
自
宅
に
来
ら

れ
る
と
、
こ
の

n
ロ
ナ
禍
で
密
な
状
態
に
な
る
。
複
数
名
頼
む
こ
と
で
、
民
間

一
方
で
、
複
数
の
多
胎
児
世
帯
か
ら
、

0
四
番

〇
繭
議
長

岡
田
麻
理

て
い
た
だ
き
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

の
考
え
方
っ
て
私
、
い
い
と
思
い
ま
す
よ
。

‘、
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=SoflBank＝泣lBa咄

a 
・I::バレコAir [Airターミ）ル 4】

下りは大 481Mbps が1:

lクレJJ払いn:I五i座圧和□□豆虹極二、

月rn'l:Jこータ元糾限なし

4位 1,144円1月玉互

平l'J4,627rJ/fl:虚 1 ・現金41,800円バック9 人気 、
~ ~ ● _---- 14位＇眉 '’docomo

IクレJJ払いd l,------MANOMAシンプルブラン (nuroモバイル HomeWIー I口咄柘位紐］ ：： ；A人1れ込不切 li -—-•----• -l Fl(M)ャット】

月問データ吊制限なし .~3H間で10GB以上利JJ-]11.｝、通伝北限あり ゜



順位
初年度の実質費用 毎月の支払い料金

主な特典
人気

機器 プロバイダ1回線 詳細且

5位 1,238円l月一均些

~• -- _ — ● - - ---． . . • ▼ - - -- -―ーニ― - - - 9 - ｀ -

・現金37,500円バック
人気

叩り4,363Ilill1！共旦 ．auスマホとセットならさら
6位 i錮 UQ

に割引
w,MAX.. 

-• - - -

GMOc＜とくBB WIMAX2+ （ギ））放罰プラン） 3年 lクレJJ;［、t‘i|［巨面“伍豆□1法人咄畑 I i 

[WIMAX HOME 02] 

い）inA440Mbps J{f 

WIMAX 2+ f0Jll:Ftータ寄印RIふし ~3日tりで 10GB以上利用防、 i祈低割限あり LTEオプシコン熙料

口

叩‘J4,363f'J/Jl!竿 i
・現金37,500円バック

• auスマホとセットならさら

に割引

人気

4位

礼

•
q

暉臼｝、
5位 1,238円1月と翌 GMOとくとく BB WIMAX2+ (:l'力 J郎罰プラン） 3年

[Speed WI-Fl HOME L02] 

i・ りfrい、 S58Mbps 3-{f 

WIMAX2+ ｝］Itlfータ叩収切し.'釈3Uli収 10GB以．t利用問涌伝制限あり

I クレ）J払いn• 1／五迎屯ズ豆□1氾人Ill込D; 1 

LTEォJ‘ンー：iン無料

D 

・現金28,000円バック
叩’13,824円l月」竺世 ．auスマホとセットならさら

に割引

人気

13位 --四，臼
7位 1,490円／月上些j GMOとくとく BB WIMAX2+ （通常．プフン） 3年［Speed IクレJJ払いヽ］1|日函玉西洒□1;}a人III込91] 1’ □ 

WI-Fl NEXT W06] 

卜りitりA 558Mbps 3年

JJIt：げータ537GB •):(. 3[11:訳 ・10GB以旦Ilh1防、通伝制限あり： LTE;-1プシ=:1ン熙料

・現金28,000円バック
咄 J3,824fll，り1!凶迅I

人気 r ―-．auスマホとセットならさら 17位 i鳳冒弓 紐璽口3LK) 
に割引

”w、MAX•-

•----• ~・--・・・ー――

7位 1,490円1月土世む GMOとく /<BB WIMAX2+ （通常プ←)ン)3年 [Speed Iクレ）J払い"!|［西韮⑲石見］I法人IIJ如 l l : E] 
WI-Fl NEXT WX06】

Fり柑人 440Mbps 3年

Jjli叩ータそ7GB ※31-lltl(・‘10GB以上{llnIDi.i計伝制限あり ILTEオプション無が1

・現金24,500円）もック
叩 3,8241:IJ//I！些屯

人気
• auスマホとセットならさら

に割引
23位
-g 鑑戸 UQ

WIMAX-

9位 1,782円1月， 竺j GMOとくとく BB WIMAX2+ （通常プシン） 3i「【Speed Iクレ｝J払いi"［四輝⑲戸呵二1；い、＂`込 Ll D 
WI-Fl NEXT WX06クレードルl？ット）

＇：り it；人 440Mbps 3~, 

JJItいータ示7GB .;¥•3[IIt1て 10GB以J=利用時、 i而伝割限あり： LTEオプション照科

叩り2,4831'1/J―I・臼返！ ・現金6,500円バッ，ク

10位 1.941
-- ---

＇ 円1月」竺屯 nurotバイル，：ーダ］）ン (M:.f-）ン） ［FS030W t'lいI

ト）

人気

5位 .．,6como 
Iクレカ払いtl'------i nrHkt？不句刀法人巾込不" 1 D 

JjItIfータ吊7GB *31Jr.llで現誼0以上利用防．通｛謡限あり

一胆墨戸 UQ|W1MAX 

11位 2,029円／月且些；

・現金28,000円バック
叩勺4363Irl/l i ．些世 ．auスマホとセットならさら

に割引

GMOとくとく BB WIMAX2+ (cl~ ））放tiわン） 311· I、クレカ払いa;1]玉り紅四呵〕I沿人Ifl因 l: | 1 

[Speed WI-Fl NEXT W06】

1• り沿人 558Mbps 3年

WIMAX 2+ 1ー血 9・ータ吊割限9Jし 03日間で10GB以上れllll防．面伝紅限あり LTEオブン］ン無料

口

11位
2,029円／月、一巴些

,r,t'-14,363円lJ-11旦翌
・現金28,000円バック

• auスマホとセットならさら

に割弓l
:: :~．躙 UQ

D
 



順位
初年度の実質費用 毎月の支払い料金

主な特典
人気

機器 プロバイダ1回線 詳細
比
較

...• ••• -•••••• L •ご←

GMOどくとく BB WIMAX2+ (:Iツ）放難プうン） 3釘

[Speed WI-Fl NEXT WX06】

下りi五人； 440Mbps J1J-. 

WIMAX 2+月it1.／ータそ制限I.J‘し ※3nl閑て10GB以Iーれ1/110ii“伝制限あり

Iクレ）9tl、いr1t 1［げ輝t,'1、;,]-｝| ikい11込IIl |, 

LTEオゾ・・ン1ン無料

- -

叩り3,390fTi/月 l竿：
9 _ 

13位 2,257円1月互翌

は一如尻／UQん』•^O WIMAX ̀  
-—•—- - ー・—- 9 -

hi-ho Fパイル::-J-ス-WIMAX2+7GB 36 [Speed WI-Fl Iクレ1)払いiJ:l[ I土"“”イ`i，1]［汰入！い込；f；[］
NEXTW06】

l→り品入 558Mbps

・現金13,600円バック

月9t1アータ!i!7GB ‘~3日 ll\fClOGB以L{IlIIIlり、 i机仰IJ；限わり
。3{j: 

叩り3,390illlll：出迅！
ヽ•一．．

13位 2,257円／J-lE翌

・現金13,600円バック

hi-hotパイルコーX-WIMAX2+7GB 36 [Speed W卜Fl

NEXT WX06】

卜りfij;J.;.440Mbps 31r 

叩り3,390Fl1月：竿；

13位 2,257円1月互翌

・現金13,600円バック

人気

25位 らヽ UQ~・,._．ẁ MAX. 

IクレJJ:L、いm1王如面2、-9Jl□ii-立!--!ll五五こ：

ロ

月m1プータ~7GB ・'?-3Hl:¥Iて10GB以且l/il助、通｛氾li抽あり

--
人気 ― 

26位

口

hi-hotバイルユース-WIMAX2+7GB 36 [WIMAX 

HOME 021 

ートりは大 440Mbps 3年

ヽ̂.,. •• UQ  
"WlMAX-

Iクレ｝J払い19! |[-［四印ヤヽ 11]-］しれ、）JI恥るい

月1:：1アータT7GB '?-Jllfl¥1て10GB以 1利用団涌伽I,I；限あり

D
 

・現金24,500円バック

・ auスマホとセットならさら

に割弓l

GMOとくど：く BB WIMAX2+ （ギガ放挫プラン） 3年

[Speed WI-Fl NEXT WX06クレードルt-Iットl

い）品大 440Mbps 3il, 

WIMAX 2+月柑1チータ；；；氾限りし 3ゞ日1}りで10GB以 l←i哨l町、 i紐 AI；限あり

、1叩 4,363Fl1月，山lJl: 
、・---'

16位 2,321円1月互翌：

人気

12位

... ~ 一臼・巴S—
Iクレhlムいrl,1,--「砂い1le.m、,~;-：1 :i.)、IIl'.}.Ir l 

LTEオJ.ミ/1ン煎料

D 

'P-1,:14,160円1月・出述！
一・ 一

・現金18,400円バック
人気

27位 ロ 在
17位 2,627円1月 旱l hi-ho モ八イル1-入•WIMAX2+,f.JJ放四36 (Speed WI-

Fl NEXTWX06】

1―り i~大 440Mbps 3年

WIMAX 2+月Itlァ・ータ示制限なし 次3H柑1-c'lOGB以I:AlliIm、涌{“a，し限あり

UQ  
WIMAX-

IクレJ)；ムい11;|i i扇巫―呵―.[＿；恥I…ィ:1J]／．
口

l}<t~J4, 16or-1m :幽：
~ - --9 

・現金18,400円バック
人気

21位 駆 在 UQ 
VWIMAX 

17位 2,627印 、一旦些 hi-ho t:バイルニl-:;.z-WIMAX2＋ギ）．’jI外恐36【SpeedWI-

Fl NEXTW06] 

Fり紺大 558Mbps 3年

WIMAX 2+月Itlfータ丑巾，限なし x3日P.Wc10GB以旦Ilm0ふ涌仏乱限あり

Iクレ｝J藍 II: |;-L匹~比げ‘`d_；_＿；f._人1比砂"-: D 

・現金18,400円バック
人気

22位 在
17位 2,627円1月土翌

P̀ド）4,160円l月出迅 i
•一

hi-hoモ八イル寸ー入-WIMAX2+t力放罰36【WIMAX

HOME 02] 

ートり品大 440Mbps 3年

WIMAX 2+月問データm:ttj限9.ilノ Y•3nI間ClOGB以団IIIl助、涌f諏限あり

UQ  
-WIMAX 

I，フレ）地いiI: |［ mt広t.,ネbi-1 ~ 1 ;l．人111込不"1 D 

20位 3,511円1月旦翌 、111e13,Sll円／月凸翌も ・ auスマホとセットならさら
に割引

人気

8位 闘・ l 均易？クUQ
＿―-一 WIMAir

D 



順位
初年度の実質費用 毎月の支払い料金

主な特典
人気

機器

.―..・．．，• ̀ .．--.．-”.． 

プロバイダ1回線

ー・ 今.. -・' 

●一ーヽ
みんなのらくらく WI-Fl:l'Ji放如クスト＋ LTE3打 1 "Jレ）J払いmlこ面面面『四Im、"1込ir 1 
[Speed WI-Fl NEXT WX06J 

下り品人 440Mbps 3ィ，
WIMAX 2+月lt1アータそ北R{filI ※3ntりて 10GB以JiIIIil助、 im，も訊限あり LTEオプシコン無料

2 次の20件 表示件数： 20件 V 

紆：続し・てこ押IIしヽI,1; ＜出ら（岱ISャr,I[t t1it; l, （A ; l),1.）（I) （． iミII叫’的B.切（涸約39ふl.｛ぷ叫 tl-（,1; l).J fJ/,ヽ

& 99ヽ(I)[iil祝`tiり8(J̀  i1 tm(l)即叫．！tl(I)町、th（ふり、 i加）｛咄岱加：：{,:,,、 J,）（l)―（はありJ-t1 A、~,・.＂"lul，l i＼天；叫 J• ）て品、心い鱈は砂；：、出合があり、．j J, 

詳細品

I ;,,,ンシ 1こ，．光ノJ'（J←—；・（ E,,, ヽ《＼t l : ．． ）．J,、'（叫I(、 III:；激（， J)（X；は9J¥＇なtI;4 る J~ J.‘.9(J Iul -（r辺合什―も刃―(16{1以 Lり）及’約が見i位）「・・,出凸(Iが1企（して！I出．しており、il ̂ 

IH4し(r）r,•,t8}} （Jy:1 、tk )，ヽ ft、(（A、2020:91 29 1 1 ! l IIl (t (I) ：t, iI.“~.,1- l̀―1‘NIi l, （4 ; 9.）、l•J ヘ

filli相．com

一月の実阿問用がこんなに安いのはなぜですか？〇

室l ヽヽ ミ ｀ヽ、 い ‘ヘ―‘ つ ー ・ ‘ 

又ニ ハ 、‘ ‘入、 、＇町こ t‘―の t‘ ・、． ？ヽo 

お問い合わせ

1プロバイダ相談窓口

申し込みから開通までにどれぐらいかかりますか？〇

なぜ高額な割引ができるのですか？〇

フロバイダによって料命に大きな差があるのはなぜですか？〇

受付時問外はこちら

R。1120a7011-153
受付時間10:00~21:00（通話無料）

る・；9，砕：;.:l,. —人<- 1 `.J ィ‘／がら（乱l:t,1 ―r• fIIniǹ r. r̀'! ＂ 

Iすでにお申し込みをされた方

沃 J,邸、 Iらわ t咽•Si` ， J. ） （（ふ 11,りt..I、,1rli.999̀ヽ` 99 (',ヽ!． i、¥IIザt}化、、．¥.ヽ ，`；Jり よくある四問
:9：ダ心付3.inDI40WEB子がJ4,、＂InI< 1.’,9 1.¥J 
:;： ｛ 叫1,＂が｝k し、J に( J:/ j ， ーク1 りi l 1 < I; 、9 9, 1 己

才、lJー 1い ） ゴIIIii{iあ,.)(i.t利9i隈約t,-足ぶ</.，ヽ tヽ
叫 tf碑 i.：｛J.JI ll ¥ t・ダII．籾，勺J,Jが1:1ヤ hl叫`｛）t，j ふf-'Rf,',%け心UJ―(lヽ．I-，J. 1.¥）加）磁しか：．れ、ヽ 限りは、｛沿A｛出Fを叫ttノ［し＼JJ,． 

名炉．‘Iヽ；1や9.9曲lふ'i；なれ4,）l岬いれ、l・J. 、1;11. i、i}．、9,（成g.l’I:tれ（、ー、1.、園、[・i!It’: I咽）叫）^ 砂，！ ＜，ー：岡砂iがri::いく］t さし‘

こt：符柱ltl(....（ふ 4Iliil:t―数知，1，¥，1(（1)I IiI•Id斗＄ ＼°•初期約 1l 、:＃;t、{9ぼ 沿‘t(I)t§it）かり．．1:i,;1• 1狙玲，{v;1し,,.1か11 あ I. り rJ）刈企目安 (•1 、ーi ?il，面n．1・没！l、t,9,i.:3ゞl企(!ふ-.ctし、≪II} 
んの（了；ー！怠く 1．ケ；ヽし9← ‘fl, {｛心：l 9 (IIlifl、Jふ叫＾i（'ル1i:、'n出 l,（し¥,I・!Ol(、iS II匹＇約 9―ヽり(])沿約3r1 丸ヽ ({.i.`・叫れ‘(A；り、｝且I,、

このページの先頭へ

［モバイルWi-Fiルーター間連特塁） モパイルデータ通信：モパイルw,-Fi)I ギガ放題特稟 IW~1AX ＜ワイマックス）料金比較 1 モハイルWrFぷお金比較 I

［インターネット接紐］ 光ファイパー・戸達て 1光ファイパー・マンシ3ン1モハイル 1

プロパイダ選びなら価格．com

:』,',:’f,..9,:ri !、rka.‘̀.l c'-r.、I•:‘. ! r, r. A'R.；；! l t 5 応ご'-29 .. ,、,・; 1芦らi荘払．:i.止
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別記様式（第31条関係）回議用紙その 1 （表）

細 I取扱 ！文雹分類 1所 諷 I I事案l I障冊

i文書記号 1 年 月 日 渋 収•発第 号

l. 「―··-----~-••一-•~----~---·. ---------·•~—~---;;--·----i文書番号・

←•一―—ー
年月日 第号

999●-●●,-●999..． 

＂呆存年限 l第 種 年まで

＿＿宛先．． i 一一涵信者 起町 30年10月 9日
- ___ __:,_,:―--••一-m -•-·· • 9--↓―,_＿,.．．，ー一------------ △ i..... --- ------— 

決餓 i,l、年 Il？月 qa 
公印； id年 lt！月 1日

| |絢酎Jl、年¢月 1日

丙改底務課長庶務係長文書主Eiさ―書阪邑！越伝
99 9■9 ● 

. l -一•

I ! ---ヤー 案 漑：．

-」 |者し 1前沢鯰!~81:: 
小中学校における渋谷アドWi-Fiサービスの提供に関する契

---••••••••一••—--••--.....―_―ーー・ ー・_ --— • - - 9 1 --••~·~•..• 999 9 9 9 9 9 9n●9↓91 9 9 ●9 9 ••-.........~•• 9 —-—• --------·--·-●●●▼•一• 9 9 9 9 9 9↑い一99 99, ．．~...~••••••一 L 」 _L ● 9 9 9 9 9 9 T―9,  ．．．工＝＿＿ニ・

約．．L~-~山工．．ー·ー·----------------------
上記について屯4仔のとおり―/-..., _,．．． .9 999 

締結 • 
-·"-"·-··--~--·.....-•`．＂＂＿.....“.....“"臼•ー· 9 9 9 1 9 9 99 _ .— -T ---...， 9 Tr9,.m• m--―ーニー••一•"..-•"---..， ...＿...-・・・―T99 9 99.. ，』 91 1 •• “"’  '----＇-----•••••一•一↓千ヤー -•一

してよろしいか、伺います。
--’’’  ’ ’’'99 9999• 一•••9ー・・｀｀ ’l --•19..99 99, ＿ ――-
庶瞬麟＿

が さ
；印輝長

⑦ ・｀硲［臨
.，，i契-畏― ＿頂寧長

ゼ！・喬 I ◎ 

ー＂＇＂凰凰•ー・ ，．．9,ー・・ • --..．．． 
．教育振興部長

•総務部長

加＼i面）似国



別記様式（第31条関係）回議用紙その 1 （裏）

標記の件について、全小中学校（小学校 18校、中学校7校）にWi
.. ．-..... ----.. —・・・．．-·ー・ ・..一•一—---―•.. -..一••らー．．．．．..一．． ． .—•----.. ・・・-・・ •—• ---------ー・・- -」-••.. 

- F i機器を設置するために、 「渋谷アドWi-Fiサービスの提
... ···--··—會•一-···---.—ー・・..一••--・・--- ● ●ー・•一・ ・・・・-... ··---·---.....•• ---- • N •• • • --••一．．．．

供に関する契約 J を一般社団法人渋谷未来デザインと各課契約によ

り締結する。

記

1 契約内容

(1) Wi-F_i設置校

小 学校：全 18校 中学校：全7校

※渋谷本町学園は小学校として扱う。

(2) 設置個数 各校 1個
ー・・ ••••一・" •一• ...．．．． •一. ·-·-•—•ー・ ---・●●-・ 
(3) 月額料金 4,000円／1校（税抜）

(4) 契約期間 平成 30年 11月1日～平成31年 3月31日

2 契約金額

(1) 小学校 388,800円

月額4,000円 X18校 X5ヶ月 (11月～3月） X1. 08 （消費税）

(2) 中学校 151,200円
··-・ー••••--..... •一•

月額4,000円 X18校 X5ヶ月 (11月～3月） XI.08（消費税）
• • •一•• .. 

3 一般社団法人渋谷未来デザインと本契約を締結する理由

(1) Wi-Fi接続時に広告情報が表示されることによって、

渋谷未来デザインの広告収益が見込まれることから、本来

月額の 5,800円を 4,000円に抑えることができるため。
....,．. -- ・-・・・ 

(2) 災害時には渋谷区災害ポータルサイトに優先的に接続され
■•一- ■ ,．．．ー・一—··• • 9 9, —•-9 9 9 99 •一• l • u-• , • ---皇・・~ー••0・・--』量.. —•-••工------···

るので、災害時の情報提供手段として利用可能なため。
ー・ ・・

4 契約書（案）
・----..--—········ 

(1) 小学校 別紙 1のとおり ． 
・ ••~• ● ●,．... ＿_. ・・・・-・-・-・ -----・・・ 一ー•• • --•一••-.．．“ー. --・ 

(2) 中学校 別紙 2のとおり
----. ·-·一•--・-・-・・ .. 9,  •- -

(1) ~ (2) を各 2通作成し、渋谷区及び一般社団法人渋谷
.•. ~-．—●●-·星 ■-・・  • ■ ··-·・・一•

未来デザインで各 1通保管する。

10 

I 20 

30 
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練谷アト、ri -Fiサービスの縄供に関す一る契約書

.. 2下「｀ーt:

丑

渋谷区（以下 r甲Jという

-F Iサーピス（以下 r本サーピス
。）と一般出団法人訳谷未来デザイン

』という．）を聾齢するー
（以下 r乙』ーとい・

っ．）は、乙が、渋谷アトWj
る。 ーとについて、次のとおり

i 
合意したので本契約を締結す

ぼ的9
第1急本契蔚は、
とするe

乙が別肥 iーに記載の場所におい
て、本サーピスを甲に縫供す

るための粂f!f:を定めることを目的

（用籍の定義）

欝2条本設鑓は、＊サーピスの提供に関這し
て乙が設麿する殷傭、機器等（以下「＊輝Jという

。）とする．
（この業務）

第3条 z:.の禽務は．次の各号，，

(l) ＊殷傭の維持管理
とおりとする．

(2)＊サービスの提供

(39 ＊サービスに係る監督官庁

“)＊サーピス呪紐によ
～乃届出、餓告等の砥

り取扱う個人情領の瞥瑶 ・

（設鑓の問合わせの受付）

第4粂＊設備の問合わせの受付は
• 9l記2に定めるとおりとする。

（利用料金鵠求）

第5条本サーピスの碍供にかカ

＊サーピス利用閥蛤後、＊サ
表`J用斜金は、月額72.・ ooo円

ービスの契約翔聞の利用輯金を、
（町費税相当頷を除く

甲9こ蹟求するものと
．）とし。ば：ヽ甲による

する．
（＊サーピス提供の一嗚的な中翫｝

第6条乙は、遷用上

提供を中鰤するこ
又は技術J:の理由によ
とができる． ＇）＊サービス提即 D一晦的な中断が

必蔓と判断した場合には本サービス

（＊サービスの碗JK)

，，7粂とは、甲に対し
Iか月前までに貪面によ

る通知をする：：
・（損害賠償）

とにより、本サ
ービスの提供を謎止する一

ーとができる。
第8条甲及びとは、本契約の規定i
-r、相平方に生

こ違反したこ
じた損害を賠償する

とにより相手方
ものとする。

に損害を与えた邊合
． 、本契約の解論の有鋪に力かわら

（契約闊問）

錆9条本契約の有効期簡は、

TBの）か月前ま
平成30年1

• 更訳され｀契約期問調了
でに＊契約を更新しf

l R I日から平成3
I年3月3I日までと

日の翌日から
よい旨を相手方に対

J年間継続するものと
し書面により通知をし ずる．ただし、本契約の覇厨潤

L、以緩も同様とする．
た場合を除き、祖斡りは自動的に

（鄭笥内の解約）

第20条甲又は乙I2，鰭約a(/)3カ
聞中でも本契約を鰈絢するこ ヽ月前までに相手方に

とができる。 対し書面により逼知し
．甲及びこが合意した娼合、細壻

（確認事項）

篤I1条
こは、次の各号のいずれ9

ことを鑓酎る． • こも該当しないことを寝明し、将来9こわた
つて次の各号のいずれにも麒当しない

•• •• 

_9l.l 

(1)自ら又は自らの設貝（取縮役、軌行役又は監査設）が

る法露（平成3年法律蜻77号9
、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関十

• 第2粂第2号）．暴力団員（暴力団員による祖な行為の防止等に関する法

律第2粂第6号）、暴力団員でなくなった睛から5年間を経過しない肴、もしくはこれらに睾ずる者、又は暴

力団もしくは曇力団員と賓接な関係を有する者（以でこれらを儡別に又は総称して r曇力団等』という。）
であることや

f2)自らの行う喜業が、曇力団員等の支配を受けていると認められること．

(8) 自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し｀財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員撃を利用し

又は．曇力団貝等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること．

(4) 自らが暴力団員等に対して資金を褪供し、霞宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしていると

認められること．

(6）本契約の翻瓜暴力団員筍の活動を助長し．又・［埠力団の運営に資十るものであること． ． 、
．浴

（契約の解除） 凶
第12条 甲及びこが次の各号に該当する場合は、相手方当事者は、何らの遁細畠告を嬰せず直紐＊如りの全細反・μ

は一郎を解除できるものとする．

(.1)支払停止又は支払不態となったとき。

(2}手形又は小切手が不渡りとなったとき。

(3)差押え、仮紐え若しくは仮処分があったときヌは鍍売の申立があったと言．

(4J破章手線開始、会社更生手続関姶又は民事再生手練謂給の申立があったとき．

(5)解散又は事業の金郎若しくは霊妻な一部を欝三者に譲譲しようとしたとき。

(6)＊契約の条項の一に違反し｀当該違反に関する相平方からの書図による偏告を受領した級80日以内にこれ

を是lEしないとき．

・2 甲は~乙が次の各号のいずれかに該当するときは何等の催告なU：：＊契約の全郎又は一部を解除することがで
きる。 ・

. (1)曇力団筍に該当十ること、暴力団攀に支配されていること又は暴力団鎗との関係を有していることが祠明し

たとき。

(2).に対して次のアからエまでに揚げるいずれかの行為をしたとき（乙の役員、乙の縫稟員又は乙の委託を受

けた看による場合を含む．）． ． 

ア虚偽の事冥を告げる行為

イ 餓野若しくは乱轟な言動を用い、又は迷感を覚えさせるような方法で訪間し、若しくは電話をかける行為

ウ 暴行又は脅迫にわたる行為その曲の違法な行為

工金鮫の文払い債務の免除｀契約の締縞便宜の供与その他の甲による給付で甲が法律上の義務を負わな

いものを亀甲の意思に反して求める行為

3 z:.は、甲が乙に対して次の各号のいずれかの行為をしたとき（甲の役員、甲の従業員又は甲の魯託を受けた看

よる揚合を含む。）は、何等の催告なしに本契約の金郎ヌは一郎を解除することができる。

(1) 虚偽の事実を告げる行為 ． 

＇ 
92) 阻野著しくは乱暴な言動を用い、又は速感を覚えさせるような方法で訪問し、若しくは電話をかける行為

(3) 暴行ヌは脅迫にわたる行為その饂の違法な行為

(4) 金紐の文払い、債蒻の免除、細叫呻、畏宣の供与その他の甲1ことる給付で甲が法律上の義務を負わない

. t"1を菖乙の怠思に反して求める行為

（藝箋細）

第18条 甲及び乙は、本契約の隠行に関して祖手方から秘密であると明臨に撰定されたものを第三者に公緊又は潟

洩してはならず、本契約以外の目的に使用してはならないものとする．ただし、法令に基づく開示闘求があった揚

合は亀この餓りでない。

2 前項の蜆定は、本喫約が終Tした後も存続する．

（プロモーシ 9ン）
第 14粂 甲が本サーピスのプロモーシ9ンを冥篇する畠合は、事館にその内容について乙に照会し、承覇を得るこ

ととする．



（靖数整嘔）

撼15粂＊蜘に基づく紐計算9こかかる計算結果に 1円宋鰭の嬬数が生じた
ものと十る．

ときは、 1円未讚の額は切り拾てる

（権利艤務の譲渡禁止）

第16粂 乙は、甲の事前の書面による固意がある場合を餘き、＊契約に基づ

し．姐像の用に供し、又はその一切の処分をしてはならない≫
く一切の岬J及暉畜を第三着9こ譲裟

（管鰭餓判所）

愕ぷ:::；:：;；ば‘士、餌額に応じて誼告の所在地を管轄する印餓判所又は蘭畠裁祠所をもって
・ る．

. ·:.•争の解決｝
ヽ

• 第I8* ＊契約に定めのfょい事項その儘本契約の条項に関
ものとする。

し騒蒻を生じたときは．甲a闘'(/)J:PJ満に鯖決を図る

本契約締緒の証として本書を2通属し、甲乙巳紐印の上各 1通を保有する．

平成30年IO月fa

（別記lJ本サービスの提供揚預

項番 拠点名 住 AP数 月額得金

1 広尾中学校 東京都練谷区東4-13-25 l 4,000円

2 鉢山中学校 ．稟京都慎谷区鴬谷町'9-1 I 4.OOO円
3 上原中学校 東京都浪谷区J:原3→l-2 J 4,000円

4 代々木中学校 東京都槙谷区西原1-◄6-l I 4,000円

5 原宿外苑中学校 棗京都槙谷区神官前1-24-6 1 ,1,000円

6 筐塚中学校 東京都訊谷区惚塚3-10-1 l f.000円
7 松濤中学佼 東京都禎谷区松漏l-20-4 l 4',000円

合計 7 28.000円

［別記2)設備の問合わせ受付

乙は甲からの餃鑓の問合わせを、次の故陣受付窓口にて受け付ける。

・故障受付窓口：ドコモおくダケ胃i-Fiサポートセンター

・連絡先 ：03-5114-9979 
・受付対応時間：平日 9暉30分から I8時まで（年末年姶を餘く。）

紺箪受付窓口で対応できな＂胃合わせについては、次の受付窓口にて受け付ける、

・受（寸窓口：一敏社団法人披谷未来デザイン

・逼絡先 ：03-6427-4394 
・受9寸対応時間：平日 8時30分から 17時 15分まで（年末年姶を除く。）

（甲） 東京都諏谷区宇田川町1番 1号

渋谷区

代表者区長 長谷郎

豆．．：；噸
健 i!.：：．1印・ • -•`.:9 ． 

: ?,．．．.．．工．JI 
ふ．ら．．．．．，• • 9.  ... ·-• ヽ呵． ． 
竺·::.~・.：二J（乙）東京都演細m向畑T目30番3号

一般仕団法人誤館屈む予イン

代表遅事 ，Jヽ泉 秀樹

ー
1

.
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鵬
槙谷アドWI-Fiサービスの提供に関する契約書

胴谷区（以下『甲」という．）と一般社団法人椴谷未寧デザ ｀ 
-Fiサーピス（以下ぽサ

ィノ（以下『乙』とい

る．
ーピスJという，）を醗することについヤ

う。）は、乙が．戯谷アトWi
ヽ、次のとおり合意したので•本契約を締結す

（目的）

第 1 条本輿約I~、
とする．

乙が別記 Iに記歳の場所において、本サ
ービスを甲に提供するための条件を定めることを目的

9用冨の定義）

第2粂布没傭は・＊サーピスの掲供に関遮して乙が設置ヤ
る殴偏、機墨等（以下「本設傭Jという．）と十る．

（この業諮）

第3条乙の業務は、次の各号のとおりとする．

い）本殴儘の繊袴管理

(2)＊サービスの提供

(3) ＊サーピスに係る監蟹官庁への臨嵐饒告等の加

(4)＊サービスの提供により取扱う飼人情繹の管珊

（殷儲の聞合わせの受付｝

第4条匹臨の間合わせの愛＇寸は、別記 2に定めるとおりとする．

（利用料金請求）

露5条＊炉→れの蠅年かかる利用贄血、月額28.

＊サーピ祁利用胃姶饉、本サーピスの契約期間の利用料金を、
000円（消費税棺自額を除く・)とし、乙は、町による

甲に騎念るものとする。

(＊サービス提供の一睛的な中繭）

露6条とは、還用上又は技術上の瑶由に
盪供を中蹟することができる書 より＊叱ぺむ環供の一曲砂中繭が必要と判訴した場合には、＊サービス

（＊サーピスの腐止）

賽7粂乙は、甲1こ対し 1か月前までに書面による通知をすることにより
｀本サービスの提供を囃止することができる。

（損害賠償）

孵8粂甲及び乙は、本契約の綱定に違反Lたこと-

ず、相手方に生じた損書を随償するものとする。
rより相手方に損害を与えた揚合

、本契約の解除の有無1こかかわら

（契約期11J)

葛9条本契約の育効剛間は、平成30年 1

Taの1かn前宣でに幻契約を更新しない旨を相手力に・
1月lnから平成3]甲3月3l日までとする

対l書面により過知をし
っただし、本契約の期閲漕

更斬され箪輿約＂閲満•ra の翌日か~~l 年間織続するものとし た湯合を始き。本契約は自動的に
、以後も同機とする。

・（絹閲内の絹約）

賽l0条甲又はこは、諄約日9の3

聞中でも本契約を解約れることができる．
か月蘭までに相手方に対し嘗面により通知し

、甲及びl:.が合意した場合、契約闊

（確認事項）

第11条 乙は、次の各号のいヤれにも該肖しない
：：とを蹴約する。

ことを表明L、得如こわた
つて次の各号のいずれにも縞自Lない

.

,
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(1) 自ら又は自らの役員（敢締役、執行役又は監査役）が、曇力団（暴力団員による不当な行為の防止攀に関す

る法律（平成3年法律鰐77号）第2粂第2号）、暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関十る法

律第2条第6号） ｀暴力団員でなくなった峙から5年間を緬過しない出もしくはこれらに準ずる魯又は暴

力団もしくは暴力団員と喪撞な詞係を有する者（以下｀これらを個別に又は総称して『曇力団等Jという。）

であること。

(2)自らの行う事業が。暴力団員等の支配を受けていると認められること．

(3）自らの行う事業に腿し.暴力団員等の威力を利用し、財譴上の不当な利益を図る目的で暴力団員導を利用し

又は、暴力団只等の威力を利用する目的で暴力1i1f員縞を従事させていると認められること．

(4)自らが暴力団員等に対して資金を提供し、蜃宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしていると

認められること.. • 

(5)本契約の履行が、曇力団員疇の話動を助畏し、又は暴力団の運憶1こ資咋ものであること． ／ク

（騎笛の解除） ． 

餓}2粂 甲及び乙が次の各号に該当する場合は、相手方当事者は、何らの通知磁告を雲せず直ちに本契約の全部丈J

は一部を鱈除できるものとする．

（］）支払停止又は支払不能となったとき．

(2)手形又はヽ Jヽ切手が不渡りとなったとき．

(3)羞押え、仮痘押え若しくは仮処分があったとき又は餓売の申立があったとき・

(-1)跛臨手緩調姶、会社更生手続開給ヌは民事再生手続関姶の申立があったとき．

(5)解散又は事業の全部若しくは重要な一郎を第三者に譲猿しようとしたとき。

(6)＊契約の乗項の一に違反し、当該違反に関する相手方からの書面による催告を受頷した後30B以内にこれ

を是正しないとさ．

2 甲は、乙が次の各吾のいずれかに該自するときは、何等の催告なしに＊契約の全郎又は一部を鱚除することがで

きる。

(1)暴力団螂に該当すること．曇力団筆に支配されていること又は曇力団等との関縁を有していることが判明し

たと言．

(2)甲に対して次のアからエまでに掲げるいずれかの行為をしたとさ（乙の役員｀乙の従業員又は乙の委託を受

けた者による掲合を含む。｝ .. 

ア 虚偽の事実を告げる行為

イ 粗野箔しくは乱曇な言動を用い、又は迷感を党えさせるような方法で訪問し、若しくは電話をかける行為

ウ 曇行又は脅追にわたる行為その低の違法な行為

エ 金錢の支払い、債務の免除、翼約の締結．便宜の供与その他の甲による給けで甲が法律..t(/)義務を負わな

いものを．甲の意恩に反して求める行為

3 ~は、甲が乙に対して次の各号のいずれかの行為をしたとき（甲の役員、甲の従業貝又は甲の魯託を受けた者に
よる揚合を含む．）は、何編の催告なしに＊製約の全部又は一部を解除することができる・

{1) 虚偽の事実を告げる行為

(2) 阻野若しくは乱暴な言動を用い、又は迷感を覚えさせるような方法で訪問し、蓉しくは電話をかける行為

(3) 暴行又は脅迫にわたる行為その紐の違法な行為

(.fl 金餞の支払い．債務の免除し畏約の綿結、便宜の供与その他の甲による稔付で甲が法律上の義諮を負わない

ものを、乙の意思に反して求める行為 ・

菅ミ任、；;~悶ヰ凜ば、::g;-:;t=;』はじ:::：:＝'
2 関項の規定は｀本奨約が終Tした後も存続する．

（プロモーシ IIン）

第1“粂 甲が本サーピスのプロモーシ 9ンを実施十る湯合は、事前にその内容について乙に照会し、承諾を得るこ

とと十る。



（靖歎蓋環）

第l5粂本輿約にあづ ． 
...ヽ

く料金計算にかかる計算結果に
ものとする。 1円甜員の瑯数が生じたときは、 1円末調の額は愕り槍てる

（権利義務の麒譲禁止）

第16粂乙は、甲の事飾の細によ

し、但保の用に供し
る問意がある湯合を除き、本契絢に基づく

．又はその一切の処分をしてはならない．
噸の呻及び麟務を第三者に譲渡

戸＝；芹；呻に応じて抵告の所匹を輝する地方裁判所ヌは蘭嘉裁判所をもって

1 8ft ＊輿約に定めのfよい事項その組本契約
ものと十る。

の粂項に関し疑鑢を生じたときは
、甲a饂の上円燐に解決を図る

． 材勘縮緒の証として本書を2通作成し
、甲乙鯰押印の上各1通を保有する。

平成3Olfi/0.月9B

（甲） 東京都渋谷区宇田JIJ町1番1号
槙谷区

代表者区長 長 谷 部 饉

（乙）東京都一6T目30番3号
一般出団法人認沫節呪ン

代即璽事 小 泉 秀 樹

［別記1J本サービスの提供場所

項番 拠点名 住所
1 神小学校 東京都慎谷区宇田川町5-l
2 臨川小学校 東京都槙谷区広尾1-9-17

3 長谷戸小学校 東京都漬谷区．憲比寿西1-23-1
4 広尾小学校 東京都横谷区東3-3-3
6 猿楽小学校 東京都慎谷区猿楽町12-35
6 加計塚小学校 東京都摂谷区恵比寿4-21-10
1 常醤桧小学校 東京都槙谷区東1-7ー10
8 幡代小学校 東京都槙谷区初台1-32-12
9 上原小学校 東京都槙谷区上原3-13-20
10 笠塚小学校 東京都訳谷区倍塚2-8-1
11 百原小学校 東京都漬谷区酉原2-22-1
12 富谷小学校 東京都摂谷区上原1-46-4
13 中糧小学校 東京都積谷区幡ヶ谷3-49-1
14 千駄谷小学校 東京郷槙谷区千駄ヶ谷2-4-1
15 鳩森小学校 東京都設谷区千駄ヶ谷6-9-1
16 神宮鉗小学校 東京都戯谷区神官前4-20-12
17 渋谷本町学園 東京都披谷区本町4-3-1
18 代々木山谷小学校 東京都設谷区代々木3-47-1

合計

I別記21敗償の問合わせ受付・
乙は甲からの餃偉の問合わせを．、次の故障受付蹴口にて受け付ける。

・紋障受付窓口：ドコモおくダケ9i-Fiサポートセンター

・ 這： OS-5114-9979
・受付対応時閏：平日 9呻30分から 18峙まで（年末年姶を除く。）

故障受付窓口で対応できない間合わせについては．次の受付窓口にて受け付ける．

・受付窓口：一般社団法人浪谷未来デザイン

・遠絡先． ：03-6427-4394 
・受付対応畔問：平B 8時30分から 17時 15分まで（年末年姶を除く．）

＾嘩月額贄金
l I 4,000円

1 I 4.“叩
1 4.OOO円
1 I 4,COO円
l I 4,000円
1 I 4.000円
l I 4,000円
t I 4,000円
l I 4,000円
l I 4,000円
l I 4,000円
l I 4.000円
l I 4,000円 I

1 I 4,000円
1 I 4,000円
l I 4.000円
1 I 4,000円
1 I 4.ooo円
18 J 72, ooo円

＇ 




